
 

○ 文書の特定 

199 答申１５（行情）３２８ 
「不開示決定に対する異議

申立ての取扱いにかかわる

全文書の一部開示決定に関

する件」 
 
・ 開示請求時に保有せず原

処分時に保有していた文

書の特定の要否について

当該事案の事実経過に即

して判断したもの 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
異議申立人が開示を求めている決裁起案用紙は，平成１５年４月１

４日に起案の措置が採られていたと認められるのであるから，本件一

部開示決定が行われた同月１６日には既に存在していたことは明ら

かである。そこで，原処分において特定した五つの行政文書以外に，

上記の決裁起案用紙を本件対象文書に含めなかったことの妥当性に

ついて，以下検討する。 
当審査会で，諮問庁の説明を裏付ける異議申立人と諮問庁担当者と

の間でやり取りされたメールの内容を確認したところ，本件一部開示

決定に先立って，諮問庁は，異議申立人に対して，保総政第２６０号

に対する異議申立てについては審査会に諮問し，理由説明書は追って

審査会から異議申立人に送付されることとなる旨を説明した上で，開

示を求める文書としては，開示請求の行われた同年２月１９日の時点

における五つの文書でよいのかどうかを照会し，それでよい旨の異議

申立人の了解を得ていたことが認められる。 
開示請求の対象となる文書は，その請求の時点において存在する文

書であるのを原則とするが，本件事案における決裁起案用紙のよう

に，開示請求の時点では存在しなかったが，その後において作成する

ことが当然のこととして予定されている文書については，それが開示

決定時に存在することとなった場合には，開示請求対象文書に含める

べきものとすることも考えられるところである。しかしながら，本件

開示請求の対象として異議申立人が求めていた文書は，上記の照会の

経緯にかんがみれば，本件開示請求の時点において存したところの，

本件決定において対象文書とされた五つの行政文書に限られている

ことは明らかである。したがって，諮問庁が上記の原則及び照会の経

緯を踏まえ，本件対象文書を開示請求の時点において存在した文書に

限定し，決裁起案用紙をこれに含めなかったことについては，これを

不適切なものと言うことはできず，本件決定における文書の特定が不

当であるものとは認められない。 
200 答申１６（行情）１０５ 

「行刑施設の居房内の照明

器具の標準的な仕様を記載

した図面の一部開示決定に

関する件」 
 
・ 単一の文書の一部のみを

開示決定等の対象とした

のは妥当でないとしたも

の 
 
 

３ 電気設備工事標準図について 
（１）情報公開法は，行政機関の保有する文書を開示請求の対象として

おり，当該文書を加工することなくそのまま開示決定等の対象とす

ることが予定されているが，実務上，開示請求者が開示請求の対象

を「特定の情報の記載されている文書」と特定することがあるのは，

開示請求者においては行政機関の保有する個別の文書を特定する

ことが困難であることによるものと解される。 
そうすると，単一の文書の一部のみを開示決定等の対象とするこ

とができるのは，開示請求者の開示請求の趣旨から，単一の文書の

一部のみを対象とすることが明白であるか，又は，当該文書の全体

の構造等を開示請求者に教示した上で，開示請求者がその一部のみ

を開示決定等の対象とすることを了解し，その旨を明示的に補正す

るなどの手続を経た場合でなければ，許されないものと言うべきで

ある。 
（略） 



 

４ 本件決定の妥当性について 
以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書の

一部を法５条４号に該当するとして不開示とした決定については，当

該部分は同号に該当するものと認められるので，不開示としたことは

妥当であるが，電気設備工事標準図は，その全体を開示決定等の対象

とすべきであったものと認められるので，本件対象文書を除いたその

余の部分について，改めて開示決定等をすべきであると判断した。 
201 答申１７（行情）２３７ 

「｢日米合同委員会開催日｣

の開示決定に関する件（文

書の特定）」 
 
・ 異議申立人の主張につい

て，文書の特定をしている

のではなく，開示を求める

情報の特定をしていると

して，法の趣旨，目的に沿

ったものではないと判断

したもの 

２  本件対象文書の特定の妥当性について  
（２）日米合同委員会議事録について 

異議申立人は「本件請求の眼目は設置から現在までの開催状況の

記録であり，一覧の形式を求めているものではない。原処分では一

覧の形式で記録されている文書のみを開示したため，請求で求めた

設置から現在までの期間を無視している。日米合同委員会の設置か

ら現在までの開催状況を記録した文書は，日米合同委員会議事録し

かないようであるので，同議事録の当該部分を開示すべきである。」

旨主張する。 
本件開示請求書の「請求する行政文書の名称等」の欄には，「各

分科委員会等のそれぞれの設置から現在までの開催日等が一覧と

なった文書があればそれを希望。」と記載されているから，請求に

係る文書は開催日等が一覧になった文書には限定されない趣旨で

あることは明らかであるが，異議申立書の「異議申立ての理由」の

欄には，記録取扱いの便宜にかんがみ，開催日等が一覧できるよう

に明記された文書の開示を求める旨の記載があり，以上の各記載を

総合すれば，開催状況を記録する目的で作成され，開催日等の全体

が一覧できるように，すなわち全体が一目で分かるように記載され

た便利な文書又はこれに類似した文書の開示を請求しているもの

と解される。本件請求文書について異議申立人の意見のように，開

示請求の趣旨を拡大的に解釈し，「開催状況を記録した文書」を「開

催日・開催場所等に関する記録部分を含む文書」であるとし，「「開

催日，場所」が記載されている行政文書は本件請求の対象となる。」

と判断することは，適当ではない。帰するところ，異議申立人は，

文書の特定をしているのではなく，開示を求める情報の特定をして

いることになり，本件請求文書を異議申立人が主張するように解す

ることは，法の趣旨，目的に沿ったものではない。 
したがって，本件対象文書のほかに，仮に，開催日や開催場所が

記載されている議事録等の文書があるとしても，こうした文書は，

開催状況を記録する目的で作成しているものではなく，一覧の形式

又はこれに類似したものでもないと認められ，日米合同委員会議事

録は本件請求文書に該当しないと認められる。 
202 答申１８（行情）２３５ 

「「領空侵犯に対する措置に

関する訓令」等の一部開示決

定に関する件」 

 

・ 上位の法規範のある条項

を指定したことにより直

３ 異議申立人の主張について 

（１）（略） 

しかしながら，そもそも法体系上，上位の法規範を具体的に実現

するために，下位の法規範が縦横無隅に形成されているのであっ

て，上位の法規範のある条項を指定したことにより直ちにそれにか

かわる下位の法規範が特定化されるわけではない。したがって，本

件開示請求は，その範囲が包括的に過ぎて特定性を欠くこととな



 

ちにそれにかかわる下位

の法規範のすべてが特定

されるわけではなく，諮問

庁が本件対象文書を特定

したことを妥当と認めた

もの 

り，加えて，請求文言が，自衛隊法８４条（領空侵犯措置）の規定

を実施するために定められた下部法規についてのものであること

を踏まえれば，異議申立人が主張する協定及び達は本件対象文書で

ある訓令を実施するために定められたものであって，自衛隊法８４

条の規定を実施するために定められたものとは言えないことから，

諮問庁が本件開示請求に対して本件対象文書を特定したことは，妥

当であると認められる。 

203 答申１９（独情）１１ 

「ハラスメント問題につい

て被害学生等に対応した教

員として，特定個人の授業等

以外の場で起きたゼミ学生

間のハラスメントに関する

学部等の議事録等の不開示

決定（不存在）に関する件」 

 

・ 処分庁が独自の解釈によ

り開示請求文書の特定範

囲を狭めたことを指摘す

るとともに，対象文書を特

定した上で，改めて開示・

不開示の決定を行うべき

としたもの 

２ 不存在を理由とする原処分の妥当性について 
（３）そこで検討すると，本件の開示請求には（略）との限定が付され

ている（略）当該限定文言は，必ずしも（略）の開示を求めている

ものであるとは言えず，そうすると，山形大学の理解は一つの考え

方ではあっても，ある意味において，開示請求書の文言を，専ら（略）

山形大学側の見解に基づいて解釈していると言わざるを得ない。 
  （略） 

情報公開制度は，特定の事件関係者のみならず何人であっても開

示請求できる制度であるから，基本的には，先入観を持たずに通常

人の読解力を基準として開示請求書の内容を解釈すべきであって，

開示請求を受けた機関で独自に開示請求書を理解してそこに特定

の意味付けを行い，それを根拠に不開示の範囲を広げることは適当

ではなく，また，逆に，文書の存在を応答したことに対して，開示

請求者が独自の解釈に基づく独自の意味付けをしたとしても，それ

でもって当該開示請求者の当該解釈ないし意味付けが直ちに是認

されるものではなく，当該開示請求者の主張が直ちに真実であると

いうことにもならないのであるから，山形大学としては，このよう

なことに対して極端に過敏な対応を執る必要はなかったものと思

われる。 
（６）以上のことから，本件の開示請求について，山形大学が独自に開

示請求書を解釈してそこに特定の意味付けを行い，それを根拠に不

開示の範囲を広げることは適当ではなく，常識的な範囲内で可能な

限り広く開示請求が認められるように合理的かつ客観的に開示請

求書の文言を解釈した上で対応をすべきであるから，不存在を理由

とした原処分を取り消し，精査して対象文書を特定した上で，改め

て開示・不開示の決定を行うべきである。 
204 答申２０（行情）３０８ 

「警察関係に係る平成１１

年度総理府一般会計証明書

類の不開示決定に関する件」 

 

・ 文書特定の概念は，開示

請求制度の適正かつ円滑

な運用のための機能的概

念であり，本件のような包

括的大量請求は，請求権行

使の要件としての文書特

定が不十分であるとして，

不開示を妥当としたもの 

２ 本件開示請求における対象文書の特定の有無 

法４条１項２号は，開示請求書には「行政文書の名称その他の開示

請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」が記載されていなけれ

ばならないとしている。 

行政文書の包括的大量請求との関係でこの条項の意味を検討する

と，例えば「特定行政機関の保有する行政文書のすべて」と記載され

た開示請求であっても，当該行政文書の範囲は形式的，外形的には一

応明確ではある。しかしながら，一般に，行政組織の活動は多種多様

であるのにそのすべてに係る行政文書を請求しているとは考え難い

ことに加え，そのような包括的請求を容認するならば，対象文書の量

が膨大となり，請求者が閲覧・謄写を行うこと自体が困難となる一方，

行政の事務遂行に支障を生じることが想定される。そのため前記のよ

うな包括的大量請求にあっては，情報公開法による開示請求制度上



 

・ １つの行政文書ファイル

についての開示請求につ

き，文書特定が不十分とし

たもの 

は，請求権行使の要件としての文書特定を欠くと考えられている。 

文書特定の概念は，開示請求制度の適正かつ円滑な運用のための機

能的概念であることから，前記のような解釈は妥当であり，当審査会

もその考え方に従いつつ，諮問庁の説明及び口頭説明を聴取した結

果，並びに当審査会において事務局職員をして本件請求文書の保管状

況を確認させ，さらには，その一部を抽出して調査した結果に基づい

て，本件において対象文書が特定されていると認められるか否かにつ

き，以下に検討する。 

（略） 
（３）文書特定の有無 

前記（１）及び（２）で検討したところによれば，本件開示請求

においては，対象となる行政文書を作成又は取得した会計機関の数

が１２１に及び，当該機関が設置された警察庁及び道府県警察が個

別に保有する行政文書から摘出され，警察事務に係る多種多様の不

開示情報が随所に記載された約２，６００件の行政文書ファイルに

まとめられる２１０万枚を超える文書が請求の対象とされており，

包括的かつ大量の行政文書の開示が求められている。そうすると，

前記２の冒頭で述べたとおり，警察組織においてもその活動は多種

多様であって，本件において個別に開示・不開示の検討を行うとす

れば，行政事務に著しい支障が生じるおそれがあることが明らかで

あり，このような開示請求は，一般に，開示請求制度の適正かつ円

滑な運用に沿うものではなく，社会通念上相当であるとして是認で

きる開示請求の範囲を著しく超えていると認められる。 
したがって，本件開示請求においては，法４条１項２号に規定す

る「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに

足りる事項」が記載されているとは認め難いことから，請求文書の

特定が不十分であるとする諮問庁の判断は妥当である。 
なお，法は，一般的な大量請求に対しては，法１１条に規定する

期限の特例制度によって，開示請求日から６０日以内に開示決定等

できない行政文書について，「相当の期間内」，すなわち，行政機関

が処理するに当たって必要とされる合理的な期間内に開示決定等

を行うことで対応すべきと定めている。しかしながら，開示実施を

行うまで約２５年を要すると見込まれる本件開示請求については，

処分庁が前記「相当の期間内」に本件請求文書について開示実施を

行うことは不可能であると認められ，同規定に照らしても，本件開

示請求自体，法の想定外のものであると認められる。 
（４）本件開示請求に係る行政文書ファイルについて 

本件請求文書は，前記１のとおり，警察庁及び道府県警察に設置

された国の１２１の会計機関が，会計検査院の検査を受ける会計機

関として会計検査院に提出したそれぞれの会計文書の集合物であ

るが，提出を受けた会計検査院において一つの行政文書ファイルに

まとめられ，「文書ファイル名：平成１１年度総理府一般会計証明

書類 作成者：警察庁」として会計検査院のファイル管理簿に登載

されているものである。そこで，本件開示請求は，行政文書ファイ

ルを特定した請求として文書特定がされているか否かが問題とな

るので，次に検討する。 



 

（略） 

ウ 本件請求文書については，会計検査院におけるファイル管理簿に

基づく一つの行政文書ファイル名によって開示請求がされたもの

であるところ，これに対応する行政文書ファイル名は，同文書につ

いての情報公開事務を遂行する立場にある警察庁のファイル管理

簿には存在せず，前記認定のとおり，本件請求文書は，全国の１２

１の会計機関がそれぞれ保有していた行政文書から摘出された約

２，６００に及ぶファイルにまとめられる文書であり，２１０万枚

を超える多種多様の警察文書である。 

当該事実に照らすとき，本件請求文書は，前記法施行令に定める

「能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的

を達成するためにまとめられた，相互に密接な関連を有する行政文

書の集合物」と解することはできない。 

したがって，前記のとおり，請求文書の特定としては，一般には

当該ファイル管理簿上の行政文書ファイル名を引用すれば足りる

と解されるものの，本件のように，他の行政機関において作成され

た行政文書が，当該他の行政機関（全国の１２１の会計機関）の所

掌事務に係る文書であって，ファイル管理簿に照合するとすれば，

合計約２，６００件に及ぶファイルにまとめられるものであり，ま

た，各文書は相互に密接な関連を有するとは認められず，しかもそ

の分量が２１０万枚を超えるというような場合においては，法の規

定の趣旨に照らし，当該他の行政機関において作成された行政文書

ファイルは，請求文書を特定するものとしての本来の機能を有して

いるとは到底認められず，これに更に限定を加える形で特定をしな

い限り，請求文書の特定としては十分とは言えないと解される。 

205 答申２１（行情）３０４ 

「平成２０年度第２回海賊

対策官民連携訓練実施概要」

等の一部開示決定に関する

件（文書の特定）」 

 

・ 原処分において特定すべ

き文書を特定しなかった

場合，原処分後に同一の開

示請求者からなされた別

途の開示請求に対して当

該文書の開示決定をした

ことをもって，原処分にお

ける文書の特定漏れがさ

かのぼって妥当となるも

のではないとしたもの 

１ 本件対象文書の特定について 

（１）本件開示請求は，「巡視船しきしまによる海賊対策官民連携訓練」

の庶務担当部局が同訓練のために行政ファイル（主に訓練計画に関

するもの）につづった文書のすべての開示を求めるものであり，処

分庁は，本件開示請求に対し本件対象文書を特定し，その一部につ

いて法５条２号及び４号に該当するとして不開示とする原処分を

行った。 

   異議申立人は，本件対象文書の特定について，文書２中に記載さ

れた巡視船「しきしま」による「本訓練の実施状況」（以下「文書

４」という。）及び海上保安庁警備救難部国際刑事課が日本船主協

会に送付するはずの「本訓練結果」（以下「文書５」という。）が

存在するはずであると主張しており，これに対し諮問庁は，理由説

明書において，本件開示請求は，「主に訓練計画に関するもの」に

ついて開示を求めるものであったことから，処分庁は，訓練の計画

に関する文書である本件対象文書を特定し，さらに，異議申立人の

いう文書４及び文書５については，異議申立人から別途開示請求を

受け，これに対する開示決定等を行った旨を説明している。 

（略） 



 

（３）（略） 

本件開示請求書には，「訓練のために行政ファイル（主に訓練計

画に関するもの）につづった文書のすべて」と記載されているので

あるから，訓練計画に関する文書（本件対象文書）をつづった行政

文書ファイルにつづられている文書すべてについて開示を求めて

いるものと解するのが相当である。 

   そして，本件開示請求を受けた時点で，処分庁は，文書４を当該

行政文書ファイルにつづっていたというのであるから，これについ

ても本件請求文書に該当する文書として開示決定等することが相

当である。 

   なお，文書５については，本件開示請求時においてはいまだ作成

されていなかったのであるから，これを特定しなかったことは妥当

である。 

（４）次に，諮問庁は，文書４及び文書５について別途開示決定等を行

っている旨主張するが，別途の開示請求に対して別途開示決定をし

たことをもって，本件の原処分において文書４を本件請求文書に該

当する文書として特定しなかったことが妥当となるものではない

から，諮問庁の主張を認めることはできない。 

 以上のことから，本件については，本件対象文書のほか，本件開

示請求当時存在していた文書４をも特定の上，改めて開示決定等を

すべきである。 
206 答申２１（行情）６１７ 

「平成１８年度中に仮釈放

又は仮退院した発達障害等

を有する人の保護観察事件

記録の不開示決定に関する

件」 

 

・ 本件対象文書につき，任

意の１件を特定し，その全

部を不開示とした決定に

ついて，これを取り消し，

審査請求人に対し，開示請

求する文書の範囲等につ

いて補正を求め，改めて文

書の特定を行い，開示決定

等をすべきであるとした

もの 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（３）以上の諮問庁の説明から，本件対象文書を特定できないか否かに

ついて検討する。 

ア 保護観察は，１号観察ないし５号観察の５種類に分類される

が，その事件記録は，平成１８年及び１９年に終結したものが５，

２５３件（当該ホルダーを並べた場合，約５５メートル）となっ

ているところ，そのうち，審査請求人が求めている事件記録は，

①少年院からの仮退院を許されている者（２号観察）３４８件及

び②仮釈放を許されている者（３号観察）７１３件の１，０６１

件（当該ホルダーを並べた場合，約１１メートル）の事件記録が

該当することから，５，２５３件から該当する１，０６１件を抽

出する必要があり，また，上記のとおり，事件記録は，発達障害

又は知的障害を有する者であるか否かが一見して分かるものと

はなっていないことから，該当する１，０６１件のファイルにつ

づられた行政文書のすべてを逐一確認しなければ特定ができな

いものと認められる。 

イ しかし，一般に上記のように，行政機関が開示請求の対象文書

を特定できない場合は，当該開示請求に係る行政文書を特定する

ために，開示請求者に教示する等，適切な情報提供を行うことが

望ましいが，本件開示請求の場合，諮問庁から補正の経緯等に係

る資料の提示を受けて確認したところ，開示請求書の記載から，

対象文書の種類・性質及び文書を保有している行政機関は特定さ

れているものの，処分庁は，探索すべき事件記録が膨大であるに

もかかわらず，対象文書を限定しなければ文書が特定できない旨

の教示や対象文書を限定すべき旨の求補正を行っていないこと



 

が認められる。 

そして，その理由は，諮問庁の説明によれば，処分庁が，上記

のように膨大な事件記録を探索する必要があることに気付かな

かったことにあるが，上記のような教示や求補正を行っていれ

ば，本件対象文書として特定した任意の事件記録１件以外にも本

件対象文書が特定される余地があったと認められる。 
そうすると，求補正手続によって，本件開示請求の内容が具体

的に明確にされる可能性があったところ，審査請求人の意図を十

分に確認することなく，任意の事件記録１件のみを本件対象文書

として特定したことは，法の趣旨に合致したものとは言うことが

できず，そして，相当の期間を定めて文書により補正を求めるな

どの対応をとることが可能であったと認められることから，本件

開示請求に係る処分庁の対応は不適切かつ不当であったと言わ

ざるを得ない。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，任意の１件を特定し，その

全部を不開示とした決定については，これを取り消し，審査請求人に

対し，開示請求する文書の範囲等について補正を求め，改めて文書の

特定を行い，開示決定等をすべきであると判断した。 
207 答申２３（行情）８５ 

「特定商取引法違反の事案

について行政処分に至る事

実関係をまとめた報告書の

不開示決定に関する件」 

 

・ 文書に記載のうちの一部

のみを対象文書として特

定したことは，法の解釈適

用に誤りがあるとして，原

処分を取り消すべきであ

るとしたもの 

 

２ 原処分における対象文書の特定の妥当性について 
ア 本件対象文書には，特定会社の概要，特定会社とリース業務の提

携契約を結んでいた本件リース会社の社名及び特定会社が行った

特定商取引法違反の事実が記載されていることが認められること

から，本件対象文書は本件請求文書に該当すると認められる。 
ところで，原処分において対象文書として特定されたのは，本件

対象文書の一部にすぎないことから，当審査会事務局職員をして諮

問庁に確認させたところ，本件開示請求は本件リース会社の名称の

開示を求めているものと考えられたことから，本件対象文書のう

ち，本件リース会社の全ての名称がまとまって記載されている部分

のみを特定し，原処分を行ったものであるとのことであった。 
イ しかしながら，法に基づく開示請求権の対象は行政文書であり，

情報が一定の媒体に記録されたものであって，情報そのものではな

く，行政文書の名称等により他の行政文書と識別できる程度に特定

されたものが一つの文書であると解されることから，本件請求文書

に該当する文書としては，本件対象文書を特定すべきであったの

に，本件対象文書の一部を特定した原処分には法の解釈適用の誤り

がある。 
したがって，原処分を取り消した上で，本件対象文書を特定して

改めて開示決定等をすべきである。 
23-23 答申２３（行情）２３１ 

「口蹄疫・現地対策本部（日

報）を作成及び閲覧した職員

の人事記録の一部開示決定

に関する件」 

 

・ 日報を閲覧した職員の人

３ 文書２について（不開示としたことの妥当性） 
（１）文書２は，本件日報を閲覧した職員の人事記録である。本件日報

は，宮崎県に設置された現地対策本部における口蹄疫問題への対応

状況を農林水産省に伝えるために作成されたものであるところ，処

分庁は，原処分において，当該日報を閲覧した職員が特定できない

として不開示とした。そこで，当該日報が送付された部署について

当審査会事務局職員をして，諮問庁に確認させたところ，消費・安



 

事記録について，閲覧した

職員を特定できないとし

て不開示としたことにつ

き，特定可能であり，改め

て開示決定等すべきとし

た例 

全局総務課及び生産局畜産部畜産振興課に送付されていたが，毎日

送付される日報に関して，不特定多数の者に配布されたため，配布

された範囲を特定することはできず，また，閲覧した職員まで特定

することは困難であるとのことであった。 
（２）そこで，本件日報を閲覧した職員の特定の可否について検討する。 

ア 閲覧した職員の範囲については，本件諮問に係る行政文書開示

請求書において，閲覧した期間に関する記載がないことから，本

件請求書が提出された日までの間において，当該日報を閲覧した

職員と解すべきである。 
イ 高市衆議院議員が衆議院経済産業委員会において，本件日報に

関して質問した事項に係る政府のその後の対応状況については，

同議員等から質問主意書が提出され，これに対して内閣総理大臣

は答弁書を送付している。 
当審査会において，当該答弁書を確認すると，本件日報を作成

した職員の所属部署が記載されているとともに，当該職員の処分

や当該文書の回収又は訂正は考えていないこと等が記載されて

いる。 
通常，提出された質問主意書に記載された事項について，その

事実を確認せずに，主管省庁が答弁書の草案又はその資料を作成

することは考えられず，本件においても，農林水産省の担当者が，

本件日報の存在の有無及び問題の記載の有無を確認した上で，答

弁書の草案又はその資料を作成しているものと推察される。した

がって，農林水産省において，本件日報を閲覧した職員が皆無で

あるとか，その職員を特定できないとは認め難い。 
ウ また，本件日報の送付先は，消費・安全局総務課及び生産局畜

産部畜産振興課であり，農林水産省内のその他の部署へは，当該

両課から配布されていることを考慮すると，当該両課内を中心

に，口蹄疫に関する業務内容及び一般的な決裁文書の決裁者等か

ら，本件日報が配布された部署はある程度特定できるものと考え

られることから，当該範囲に属する各職員に本件日報の閲覧の有

無を確認すれば，閲覧した職員を特定することは可能であると認

められる。 
この点について，当審査会事務局職員をして，諮問庁に，本件

日報が配布された職員の閲覧の有無について諮問庁が確認した

か否か確認させたところ，配布を受けた職員が当該日報を閲覧し

たか否かは，不明であるとのことであった。 
しかし，本件日報の内容自体は，農林水産省内の関係部署の職

員である限り，秘密扱いにされるものでもない。また，本件日報

の配布先が広く，配布された範囲の完全な特定が困難であり，配

布先で閲覧した職員の完全な特定も困難であるとしても，当時，

極めて深刻な問題として，政府，同省の対応が社会の注目を浴び

ていた口蹄疫の問題に対処するための現地対策本部における副

大臣等と地元町長との打合せの状況を記録したという本件日報

の内容に照らせば，少なくとも，その所属部署や担当業務から本

件日報を確実に閲覧した職員を特定することは可能であると推

察される。したがって，本件日報を閲覧した職員を具体的に特定



 

し，当該職員の人事記録を文書２に相当する文書として特定すべ

きである。 
（３）以上のことから，文書２について，閲覧した職員が特定できない

として不開示とした決定は，当該職員を特定した上で，改めて開示

決定等すべきであることから，取り消すべきである。 
23-24 答申２３（行情）５５９ 

「特定事件の担当検察官の

氏名及び経歴が分かる文書

の不開示決定に関する件」 

 

・ 文書特定を行わずに５条

１号及び４号に該当する

として不開示としたこと

は，第２章の趣旨に反し違

法とした例 

２ 原処分における対象文書の特定について 
（１）原処分の内容（開示決定通知書の記載） 

処分庁は，本件開示請求につき，不開示決定した行政文書の名称

として，本件開示請求書の記載と全く同一の表記をして，特定事件

を担当した検察官の氏名及び経歴は，法５条１号に規定する個人に

関する情報であり，かつ，公にすることにより，公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理

由がある情報であり，同条４号にも該当するとして，不開示とする

決定をした。 
（２）対象文書の特定 

平成２３年１１月２４日，当審査会は，本件諮問事件について，

不開示とされた文書の見分を実施することを決定し，同月２５日付

けで諮問庁に対して文書の提示を求めたところ，諮問庁から，本件

については文書の特定を行わずに不開示決定を行っているため，該

当文書の提示をすることはできない旨の回答があった。 
当審査会事務局職員をして諮問庁に確認したところ，本件開示請

求については，その請求内容から，法５条１号及び４号に該当する

ことが明白であり，文書特定の有無により不開示情報該当性は左右

されるものではないため，文書特定の必要はないと判断したとのこ

とであった。 
しかしながら，法第２章は，行政文書の開示請求を受けた行政機

関の長に対し，所定の不開示情報が記載されている場合を除き，開

示請求に係る行政文書の開示を義務付けるとともに（法５条），不

開示情報が記載されている場合であっても，一定の要件の下に部分

開示を義務付け（法６条），また，公益上の理由による裁量的開示

も可能としているのであって（法７条），法５条各号の不開示情報

性による開示・不開示の判断は，開示請求に係る行政文書を具体的

に特定することなく行うことはできないのは明らかであり，開示請

求に係る行政文書の特定をしないまま不開示情報に該当するとの

判断を行った原処分は，この点で法第２章の趣旨に反するものであ

る。 
したがって，本件開示請求に対して，文書特定を行わずに法５条

１号及び４号に該当するとして不開示としたことは，違法なもので

あると言わざるを得ない。 
23-25 答申２４（行情）３７ 

「特定宗教法人等の財産目

録等の不開示決定に関する

件」 

 

・ 文書特定を行わずに５条

２号に該当するとして不

３ 原処分の適法性 
（１）法の趣旨 

法第２章は，行政文書の開示請求を受けた行政機関の長に対し，

所定の不開示情報が記録されている場合を除き，開示請求に係る行

政文書の開示を義務付けるとともに（法５条），不開示情報が記録

されている場合であっても，一定の要件の下に部分開示を義務付け

（法６条），また，公益上の理由による裁量的開示も可能としてい



 

開示としたことは，第２章

の趣旨に反し違法とした

例 

るのであって（法７条），法５条各号の不開示情報該当性による開

示・不開示の判断は，開示請求に係る行政文書を具体的に特定する

ことなく行うことはできないのは明らかであり，開示請求に係る行

政文書の特定をしないまま不開示情報に該当するとする不開示決

定は，法第２章の趣旨に反し，違法である（平成２３年度（行情）

答申第５５９号）。すなわち，法９条２項に基づき行われる不開示

決定の通知の内容として，不開示決定に係る行政文書の表示ととも

に，行政手続法８条に基づく理由の提示が必要とされることから，

法５条各号に規定されている不開示情報に該当することを理由と

する不開示決定は，請求された行政文書に当該不開示情報が記録さ

れているとの判断を経て行われるべきものであり，このような判断

は，当然のことながら，請求された行政文書に該当するものとして

具体的に特定された文書の存否を明らかにした上で，現に保有して

いる文書につき行うべきものである。 
（２）これを本件についてみるに， 

ア 原処分は，不開示とする決定の対象である行政文書につき，開

示請求書の「請求する行政文書の名称等」欄に記載された本件請

求文書名をそのまま用いてなされており，一見したところ，特定

宗教法人Ａないし特定宗教法人Ｔの２０法人のそれぞれについ

て，本件請求文書を全て保有していることを前提としているかに

見える。そして，原処分は，本件請求文書名を表示した上，これ

らを公にすると，当該法人の権利その他正当な利益を害するおそ

れがあるため，法５条２号イにより不開示とするというものであ

り，あくまで，開示請求に係る行政文書に，不開示情報が記録さ

れていることを理由としていると解される。このことは，請求さ

れた文書の一部を保有していない（不存在である）ことを理由と

して不開示決定をしていないことからも明らかである。 
そうすると，本件において，当該不開示情報が記録されている

と諮問庁が判断した行政文書は，本件請求文書全体であり，その

内訳は，上記ＡないしＴの各法人（２０法人）につき，開示請求

書に列挙された文書全てということになる。 
イ しかしながら，原処分は，記録されている情報が不開示情報に

該当することを理由とする不開示決定に当たり，本件請求文書を

対象となる文書として表示しているが，上記２で述べたとおり，

諮問庁が提示した文書（本件提示文書）はこれとは齟齬（そご）

するものである（本件提示文書は，本件請求文書の一部と認めら

れる）。 
仮に，本件提示文書が，本件請求文書につき諮問庁が保有する

文書の全てであるとすれば，法人ごとに，その保有している文書

の範囲も異なることになる。そうであるにもかかわらず，原処分

における「不開示決定した行政文書の名称」欄及び「不開示とし

た理由」欄には，本件請求文書につき２０法人の各法人ごとに具

体的に特定し，その文書名を記載したと言うのなら，原処分は，

あたかも，本件請求文書が全て存在するものとして特定されてい

るとの誤った情報を伝えるものであって，不開示決定に係る行政

文書の表示としては，極めて不適切だったことになり，また，保



 

有していない文書について不開示情報が記録されていることに

より不開示とした点において，理由の記載にも不備があったこと

になる。 
ウ 上記２で述べたとおり，諮問庁は，本件請求文書につき，保有

しているもの（本件提示文書）について法人ごとに文書の名称を

異議申立人に示すことを拒み，また，本件提示文書以外に本件請

求文書に該当する文書の保有の有無についても応答しなかった。

すなわち，諮問庁は，各法人につき保有している文書と保有して

いない文書を明らかにしようとしなかった。 
エ さらに，諮問庁は，補充理由説明書において，「個別の法人に

ついて提出制度に基づき書類が提出されているか否かは明らか

にすることができない」と主張している。この主張は，原処分を

行った際に，本件請求文書に該当する文書について，個別にその

有無を開示請求者に対して示していないことを，諮問庁自らが認

めたものと解され，したがって，処分庁は，原処分において，不

開示情報が記録されている文書を具体的に特定していないこと

を自認するものと言うべきである。なお，この主張は，「当該開

示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，不

開示情報を開示することとなる」（法８条）との趣旨であると解

されないこともないが，処分庁は，法８条に基づく不開示決定を

したわけではない。 
（３）上記（２）アからエの各事実を総合勘案すると，原処分は，開示

請求書記載の文書（本件請求文書）に該当する文書について，対象

となる文書を具体的に特定することなく，およそ，本件請求文書に

当たる文書には，類型的に法５条２号所定の不開示情報が記録され

ているとして，不開示決定をしたものと認められる。 
したがって，原処分は，この点で既に違法なものであると言わざ

るを得ない。 
４ 付言 

本件における諮問庁の対応は，法の適用が除外されない行政文書に

つき，記録されているとする情報が類型的に不開示情報に該当すると

主張して，具体的に文書の特定を行わず，かつ，当審査会への行政文

書の提示を免れようとした点，法８条による不開示決定（存否応答拒

否）をしなかったにもかかわらず，各法人につき保有している文書と

保有していない文書を明らかにしようとしなかった点で，いずれも法

の理解に重大な問題があると言わざるを得ず，今後は，法の趣旨に則

って適切な対応をすることが強く望まれる。 
25-28 答申２５（行情）８３ 

「特定アイドルグループを

「平成２４年度個人向け復

興応援国債」に起用した経緯

が分かる文書の一部開示決

定に関する件（文書の特定）」 

 

・ 開示請求の対象文書に該

当する行政文書の特定に

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）諮問庁の上記（１）ア及びイの説明を踏まえ，以下検討する。 

ア 当審査会において本件対象文書を見分したところ，文書１につ

いては，別紙並びに別添１及び別添２を参照する旨の記載が認め

られるところ，その別紙等が含まれていないこと，また，文書２

については，特定会社が提出した提案書の一部であることがそれ

ぞれ認められる。 
    開示請求の対象文書に該当する行政文書の特定に当たっては，



 

当たっては，当該行政文書

の一部のみを対象とする

ことが明確に示されてい

ない限り，当該行政文書全

体を対象として特定すべ

きである等として，改めて

開示決定等をすべきとし

た例 

原則として，一つの行政文書を単位として判断するのであるか

ら，当該行政文書の一部のみを請求の対象とすることが明確に示

されていない限り，当該行政文書全体を対象文書として特定すべ

きであるところ，本件については，異議申立人から対象となる行

政文書の一部の開示を求める旨の明確な主張はなされていない

のであるから，①文書１に別紙並びに別添１及び別添２を含めた

もの，②文書２を含む特定会社が提出した提案書そのものをそれ

ぞれ一つの行政文書として特定すべきである。 
したがって，別紙２の１及び２に掲げる文書については，本件

対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき行政文書であ

ると認められることから，これを対象として，改めて開示決定等

すべきである。 
イ 次に，特定アイドルグループが「平成２４年度個人向け復興応

援国債」のイメージ・キャラクターに起用されたのは，特定会社

が本件入札の落札者となったことに起因していると解されるこ

とから，当該入札に関して作成した行政文書等について，当審査

会事務局職員をして確認させたところ，諮問庁は，次のとおり説

明する。 
本件入札を公告し落札者が決定するまでに作成した文書は，別

紙２の３ないし９に掲げる文書（以下「本件入札関係文書」とい

う。）が存在する。なお，本件対象文書として特定した文書１は，

特定会社との契約時の仕様書であり，別紙２の４に掲げる文書は

公告時の仕様書である。 
本件請求文書は，特定アイドルグループを「平成２４年度個人

向け復興応援国債」に起用した経緯が分かる行政文書であるか

ら，特定会社が本件入札の落札者として決定されるまでの一連の

文書が本件請求文書に該当すると解すべきであって，諮問庁が上

記で説明する本件入札関係文書は，本件請求文書に該当すると認

められる。 
したがって，本件入札関係文書については，本件対象文書の外

に開示請求の対象として特定すべき行政文書であると認められ

ることから，これを対象として，改めて開示決定等すべきである。 
25-29 答申２５（行情）１９６ 

「特定ダム工事の発注方法

等につき検討した文書の開

示決定に関する件（文書の特

定）」 

 

・ ホームページで公表され

ている文書であることを

開示請求者に説明したこ

とをもって，当該文書を開

示請求対象文書から除い

たことについて，適当でな

いとした例 

 

３ 本件対象文書以外に特定すべき文書について 
（略） 
（２）検討委員会の審議に用いた文書 
（略） 
イ そこで，当審査会事務局職員をして諮問庁に，検討委員会の審

議に用いた文書の保有の有無について確認させたところ，諮問庁

は，次のとおり説明する。 
（ア）東北地方整備局における各種検討会の類の文書の保存期間は

５年である。同局においては，文書①は，成果品として，これ

によらず保存しており，保有しているが，その他の資料につい

ては，成果品があれば足りると判断し，保存期間５年が満了し

た後，廃棄されたものと判断され，現に保有していない。 
（イ）また，文書①は，東北地方整備局のホームページに公表され

ている。開示請求者には，その旨を教示し，本件開示請求前に



 

報告書のホームページアドレスを提供しており，報告書を本件

開示請求の対象文書として特定しなかった。特に，中間報告書

については，検討委員会の途中経過であり，報告書にその内容

が網羅されていることから，本件開示請求の対象文書として特

定しなかった。 
（略） 
エ 上述アのとおり，文書①には，胆沢ダムに関する個別的記載は

認められないものの，審議経過，新しい施工管理システム導入の

背景及び効果並びにダム本体工事を分離発注した場合の分割例

に関して記載されていることが認められるから，胆沢ダム本体工

事の分離発注が決まるまでの経緯の一端が明らかとなる文書で

あると認められる。 
文書①について，諮問庁は，上述イ（イ）のとおり本件開示請

求の対象としなかった旨説明するが，本件開示請求の行政文書開

示請求書に文書①を除く趣旨の記載は認められず，開示請求を受

けた行政機関において一方的に開示請求の対象範囲を狭めるこ

とは適当ではないことから，この諮問庁の説明は認められない。 
よって，文書①は，本件開示請求の対象として特定すべき文書

であると認められる。 
25-30 答申２５（行情）３３０ 

「原子力規制庁の職員名簿

の不開示決定（不存在）に関

する件」 

 

・ 開示請求者の求める文書

の範囲等が必ずしも明確

でないにもかかわらず，開

示請求書の記載内容のみ

から一方的に求める文書

を判断していることにつ

いて，不当であるとした例 

２ 本件対象文書の特定について 
  諮問庁は，本件対象文書の特定に当たって，開示請求書の「請求す

る行政文書の名称等」欄の「原子力規制庁の職員名簿（異動元のわか

るもの）全員分」との記載により，本件対象文書として，原子力規制

庁の職員名簿全員分を想定し，捜索を行ったが，そのような文書の存

在は確認できず，また，開示請求書の「全員分」との記載を基に，異

議申立人には確認していないが，幹部名簿など，一部職員の氏名のみ

が記載された名簿は，本件対象文書として特定しなかったと説明す

る。 
  これに対し異議申立人は，開示請求時に，処分庁の本件対象文書に

該当する文書がない可能性があるとの説明に対し，「異動元の記載し

てある名簿」が存在しない場合，修正して欲しいと依頼したが，処分

庁からは，その後連絡がなかったものであり，また，名簿とは，一般

的に「人名をリストにした資料」を指し，別途，原子力規制庁の職員

名簿を入手していると主張する。 
当審査会において開示請求書を確認したところ，確かに「請求する

行政文書の名称等」欄に，「原子力規制庁の職員名簿（異動元のわか

るもの）全員分」との記載が認められ，異議申立人が原子力規制庁の

職員全員分の職員名簿を求めていることは明らかである。しかし，一

般的に，行政機関においては，その名称にかかわらず，職員の氏名等

が一覧された，いわゆる「名簿」は，その目的に応じて多種多様なも

のが作成され，存在すると考えられるところ，行政機関がどのような

「名簿」を保有しているかは，開示請求者は通常知り得るものではな

く，法は２２条１項において，このような場合，行政機関が保有する

行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする

者の利便を考慮した適切な措置を講ずることを求めている。 
処分庁は，異議申立人に確認することなく，開示請求書の「全員分」



 

との記載から，一部職員の氏名のみが記載された名簿は特定しなかっ

たと説明するが，開示請求書の記載のみから，異議申立人が，そのよ

うな名簿を本件対象文書から除外すると意図していたとは，認められ

ない。さらに，異議申立人は，開示請求書の「異動元のわかるもの」

との記載に関してではあるが，「異動元の記載してある名簿」が存在

しない場合は，開示請求書の記載を修正して欲しいと処分庁に依頼す

るなど，開示請求書の記載にとらわれず，処分庁からの情報提供に応

じて，「請求する行政文書の名称等」欄の記載を修正する意図を有し

ていたと考えられる。 
以上を踏まえると，異議申立人がどのような職員名簿を求めていた

のかは，開示請求書の記載のみからは，必ずしも明確になっていると

は言い難く，それにもかかわらず，処分庁は，異議申立人にその意図

を確認することなく，一方的に，開示請求書の記載のみから，本件対

象文書を，原子力規制庁の職員全員分が一つの文書に掲載された職員

名簿と判断，特定した上で，そのような文書は保有していないとして，

原処分を行ったと認められる。そうすると，本件対象文書の特定につ

いて，法２２条１項が規定する適切な措置が講じられていたとは言え

ず，結果的に異議申立人の請求の趣旨が十分考慮されていないと認め

られることから，本件対象文書の当該特定を前提として，本件対象文

書を保有していないとした原処分は不当であると言わざるを得ない。 
したがって，諮問庁は，原処分を取り消し，異議申立人に対し，特

定しようとする行政文書についての情報を具体的に示すなどして，異

議申立人が求めている行政文書を十分確認，把握した上で，改めて対

象文書を特定し，開示決定等を行う必要がある。 
26-23 答申２６（独情）４７ 

「特定部署が保有する時

間外勤務手当の決裁文書

の一部開示決定に関する

件（文書の特定）」 
 
・ １１条適用事案の「相

当の部分」に係る開示決

定等に対する文書特定の

疑義について，「相当の部

分」として特定すべき文

書の範囲が明らかであ

り，その対象として特定

されるべき文書が特定さ

れていないとの主張は，

許されるとした例 

（２）本件異議申立てについて 
本件異議申立ては，その趣旨が必ずしも判然としない部分が存す

るものの，原処分において特定された本件対象文書が，「特定部署

の常勤職員の勤務時間報告に係る平成２２年９月ないし平成２３

年２月（以下「本件対象期間」という。）の決裁文書」であったこ

とに対し，特定常勤職員（異議申立人）の本件対象期間内の特定年

月に係る決裁文書が特定されていないことが異議申立ての理由と

して述べられており，「特定部署の常勤職員の勤務時間報告に係る

本件対象期間内の決裁文書」について，本件対象文書の外に特定す

べき文書が存在することを主張しているものと解することが可能

である。 
ところで，法１１条に基づく期限の延長を行った場合の先行処分

は，いわば暫定の処分であって，後続処分によって残りの法人文書

の開示決定等をすることが予定されているから，後続処分によって

開示の対象となる文書が全て明らかになってから異議申立てをで

きる場合に，先行処分の段階で文書の特定を争うことは，通常は主

張自体失当というべきである。 
しかしながら，本件の場合は，諮問庁は，上記（１）イ（エ）の

記載のとおり，特定部署の常勤職員の勤務時間報告に係る本件対象

期間内の決裁文書は，原処分において全て特定した旨を説明してお

り，異議申立ての時点では後続処分においても，本件対象文書の外

に特定部署の常勤職員の勤務時間報告に係る本件対象期間内の決



 

裁文書を追加して特定されることは予定されていない状況にあっ

たことが認められる。そうすると，これに該当する文書という限度

で，更なる文書の特定を求めて争うことは許されるものと解され

る。 
27-19 答申２７（行情）１６５ 

「「家計調査 事務要領」等

の一部開示決定に関する

件」 
 
・ 本件請求事項が含まれ

る行政文書全体を対象と

した上で，異議申立人の

開示請求の趣旨を考慮

し，本件請求事項に該当

する箇所を含むページの

みを，何ら手を加えるこ

となく，本件対象文書と

して特定したことは，適

法とした例 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 

（４）そこで，本件異議申立てについて検討すると，異議申立人は，

本件請求事項が含まれる行政文書について，本件請求事項が記録

された部分を抜き出した上で，当該部分のみを特定し，その部分

の開示決定を求めているものであり，これは新たに行政文書を作

成し，又は加工することにほかならず，処分庁がこれに応じる義

務はない。 
したがって，本件請求事項が含まれる行政文書全体を対象とし

た上で，異議申立人の開示請求の趣旨を考慮し，本件請求事項に

該当する箇所を含むページのみを，何ら手を加えることなく，本

件対象文書として特定したことは，適法であると認められる。 

27-20 答申２７（行情）５９２ 
「特定事件番号の答申に記

載の「各科ごとに設定され

ているパソコン内のフォル

ダ」に保存されている文書

の不開示決定に関する件」 
 
・ 開示請求書に記載すべ

き「行政文書を特定する

に足りる事項」（法４条１

項２号）については，原

則として，開示を求める

文書の保存場所等の範囲

を示すだけでは不十分で

あり，開示を求める文書

自体を識別し得る事項を

明らかにする必要がある

とした例 
 

２ 原処分の妥当性について 
（１）本件対象文書の特定について 

（略） 
エ そこで検討すると，上記「各科ごとに設定されているパソコ

ン内のフォルダ」内に保存されている文書の全ての開示を求め

る本件開示請求は，一見すると対象となる文書の範囲が形式的，

外形的に明確であるようにもみえる。 
しかし，法は，行政文書の開示請求は，原則として，一文書

ごとに行うことを前提としており，開示請求書に記載を求めら

れる「行政文書を特定するに足りる事項」（法４条１項２号）は，

開示を求める文書を他の文書と識別できる程度の記載を要する

ものと解されるところ，本件開示請求のように，開示を求める

文書の保存場所のみを示した記載では，一般に一の保存場所に

は多種多様な文書が保存されているため，保存されている文書

のうち開示を求める文書とその余の文書を識別することはでき

ないものと認められる。 
したがって，上記「行政文書を特定するに足りる事項」の記

載方法については，原則として，保存場所等の範囲を示すだけ

では不十分であり，開示請求者は，開示を求める文書自体を識

別し得る事項を明らかにする必要があると解すべきである。 
そして，本件開示請求は，「各科ごとに設定されているパソコ

ン内のフォルダ」という保存場所のみが記載され，いかなる文

書の開示を求めるのかを識別し得る事項が全く示されていない

から，請求の対象となる文書の特定が不十分といわざるを得ず，

形式上の不備があるものと認められる。 
28-19 答申２８（行情）５２０ 

「「一般事故調査委員会の

１ 本件開示請求について 
本件開示請求は，「平成１７年４月１４日付けの特定番号の行政文



 

設置の一部変更について

（通知）」等の一部開示決定

に関する件（文書の特定）」 
 
・ 本件開示請求は，約８

年前の時点で行政文書で

あったものの開示を求め

るものであるが，本件開

示請求時点では，いずれ

の文書が約８年前の時点

で確実に行政文書であっ

たか確定できず，補正後

の請求文言をもってして

も処分庁が請求文言に該

当する文書を特定するこ

とは困難であり，本件開

示請求には，文書の不特

定という形式上の不備が

認められることから，本

来は，形式上の不備によ

り不開示とすべきであっ

たとした上で，本件にお

ける補正の手続は不十分

であり，処分庁としては，

異議申立人に対して請求

する文書の名称等の補正

を求める等の必要がある

と判断した例 

書開示請求事件については，特定年にこれらに該当するにもかかわ

らず開示されなかった文書があることが明らかとなったが，これら

の開示請求に該当する文書で，現存するもの一切（これらの開示請

求の時点で行政文書であったことが，本件開示請求時点において確

認できるものに限る。）」（本件請求文書）の開示を求めるものである。 
異議申立人は，文書の再特定を求めており，諮問庁は，本件対象

文書を特定し一部開示した原処分を妥当としていることから，以下，

本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 
２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問

庁に確認させたところ，次のとおりであった。 
ア 本件開示請求書の「平成１７年４月１４日付けの特定番号の

行政文書開示請求事件」とは，平成１７年４月１４日付けで受

理した特定事件に関する関連文書等を求める開示請求（以下「別

件開示請求」という。）を指しているものと解した。 
イ また，「特定年にこれらに該当するにもかかわらず開示されな

かった文書があることが明らかとなった」とは，特定年月，特

定事件に関する文書について，行政文書として管理されていな

かったものが存在することが明らかとなった件を指しているも

のと解した。 
ウ 行政文書として管理されていなかったことが特定年月に判明

した特定事件に関する文書（以下「本件追加文書」という。）は，

２，９００枚ある。そのうち別件開示請求を行った日である平

成１７年４月１４日以降に作成されたことを確認できた約３０

０枚を除く２，６００枚の文書は，別件開示請求時点に，「『行

政文書』であったと考えられるもの」，「『行政文書』ではなかっ

たであろうメモなど」及び「『行政文書』であったかどうか判断

が難しいもの」が，混在していたため，そのことを異議申立人

に伝えた上で，それらの文書全てを本件開示請求の対象として

よいか，確認したところ，異議申立人から，平成２５年１１月

１９日付けで「『行政文書』のみでお願いします。」との回答が

あった。 
エ また，開示請求の文言に「・・・このとき開示されるべきだ

ったのに・・・」とあったが，開示決定等は開示請求された時

点の文書を対象に，開示請求された時点を基準に判断すること

となるため，そのままでは形式不備になる可能性があることを

平成２５年１１月２７日付けで伝え，同日付けで上記文言を削

除し，「これらの開示請求の時点で行政文書だったことが，本件

開示請求時点において確認できるものに限る」との文言を追加

する案を開示請求者に示し，そのとおり補正がなされた。 
オ 上記ウ及びエを踏まえ，本件開示請求に該当する行政文書の

特定に当たっては，本件追加文書のうち，上記アに該当し，か

つ，平成１７年４月１４日時点で明らかに行政文書であったこ

とが本件開示請求時点において確認できるものに限り特定する

こととし，①原議，原本，報告書，スタンスペーパーで合議や

決裁の押印が認められるもの，②接受印が認められるもの，③



 

明らかに一件書類として編てつされているもの，④複数人の書

き込みがあるなど組織共用性が認められるものを対象として探

索し，その結果，本件対象文書を特定した。 
（２）諮問庁から本件開示請求の補正の過程を記した文書，本件対象

文書及び本件追加文書の提示を受けて確認したところ，上記（１）

の経緯をもって，本件対象文書の特定が行われたことは認められ

る。 
しかしながら，上記（１）エの補正後の請求文言においても，

別件開示請求時点において行政文書であったものとの判断が求め

られており，処分庁は，上記（１）オの①ないし④の基準に該当

する行政文書を対象に文書の特定を行っているものの，その他の

方法による確認の余地も否定されないところであり，いずれの文

書が平成１７年４月１４日の時点で確実に行政文書であったか確

定できるとは認められず，補正後の請求文言をもってしても処分

庁が同請求文言に該当する文書を特定することは困難であり，本

件開示請求には，文書の不特定という形式上の不備が認められる

ことから，本来は，形式上の不備により不開示とすべきものであ

ったといえる。 
（３）処分庁における補正について 

処分庁は，開示請求者（異議申立人）に対し，上記（１）エの

とおり，形式上の不備になるおそれがあることから，請求文言の

補正を行っていることが認められる。 
しかし，上記（１）エにおける補正後の「平成１７年４月１４

日付けの特定番号の行政文書開示請求事件については，特定年に

これらに該当するにもかかわらず開示されなかった文書があるこ

とが明らかとなったが，これらの開示請求に該当する文書で，現

存するもの一切（これらの開示請求の時点で行政文書であったこ

とが，本件開示請求時点において確認できるものに限る。）」との

文言では，上記（２）のとおり，文書の不特定という形式上の不

備が認められることについては，補正前の請求文言と同様である。 
本件においては，例えば，「特定事件に関する文書について，特

定年に存在が明らかとなった文書のうち，現時点において，平成

１７年４月１４日付けの特定番号の行政文書開示請求書記載の開

示請求に係る行政文書に該当すると判断される文書一切」など，

開示請求に係る行政文書を特定できる請求文言案の情報提供を行

い，補正を求めるなどの手段が採り得たものと考えられるから，

本件における補正の手続は不十分であったと認められる。 
したがって，処分庁としては，異議申立人に対し，開示請求に

係る行政文書を特定できる請求文言案の情報提供を行い，請求す

る文書の名称等の補正を求めた上で，本件対象文書以外の補正さ

れた請求文言に該当する文書を特定し，改めて開示決定等を行う

必要があると認められる。 
28-20 答申２８（行情）６８６ 

「特定議員が取り上げた

「イラン情勢（ホルムズ海

峡をめぐる動き）」と同様な

１ 本件対象文書について 
本件開示請求は，平成２７年７月１０日の衆議院我が国及び国際

社会の平和安全法制に関する特別委員会において穀田衆議院議員が

取り上げた「イラン情勢（ホルムズ海峡をめぐる動き）」と同様な内



 

内容を含んだ資料の開示決

定に関する件（文書の特

定）」 
 
・ 特定国会議員が国会で

取り上げた特定文書と

「同様な内容」を含んだ

資料の開示請求に関して

文書の特定が争われた事

件につき，何をもって請

求文言の「同様な内容」

というのかは明らかでな

く，「同様な内容」という

請求文言だけでは，処分

庁が同請求文言に該当す

る文書を特定することは

困難であって，本件開示

請求には，文書の不特定

という形式上の不備が認

められ，処分庁としては，

審査請求人に対し，本件

開示請求の趣旨に沿う文

書を特定するために，請

求文書の補正を求めた上

で，本件対象文書以外の

補正された請求文言に該

当する文書があれば，こ

れを特定し，改めて開示

決定等を行う必要がある

と判断した例 

容を含んだ資料の全てを求めるものである。なお，上記「イラン情

勢（ホルムズ海峡をめぐる動き）」自体の開示請求に対しては，平成

２８年１０月１９日，外務省が保有しているとは認められないとす

る答申を行っている（平成２８年度（行情）答申第４５８号）。 
処分庁は，本件開示請求に対し，文書１ないし文書３を特定して

開示したところ，審査請求人は，本件対象文書以外にも本件開示請

求に該当する文書が存在するはずである旨主張しており，諮問庁は，

本件対象文書を特定し開示した原処分を妥当としていることから，

以下，本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 
２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問

庁に確認させたところ，次のとおりであった。 
ア 本件開示請求は，穀田衆議院議員が平成２７年７月１０日の

衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

において取り上げた「イラン情勢（ホルムズ海峡をめぐる動き）」

と「同様な内容を含んだ資料の全て」の開示を求めるものであ

る。 
同衆議院議員が属する政党のホームページに「イラン情勢（ホ

ルムズ海峡をめぐる動き）」と題する資料の少なくとも一部が掲

載されていたのでこれを確認したところ，当該部分に記載され

ている出来事は平成２３年から平成２４年頃の出来事であり，

記載されている主要な論点は，ホルムズ海峡をめぐる動き，イ

ランの核問題及び米中央軍主催の国際掃海訓練であったので，

本件開示請求は，①平成２４年頃に作成された文書で，②ホル

ムズ海峡をめぐる動き，イランの核問題及び米中央軍主催の国

際掃海訓練のいずれか又は複数を主な論点としているものを求

めていると解した。 
イ これを踏まえ，中東第二課や安全保障政策課において保有し

ている文書のうち，上記アの①及び②の条件を満たすものを探

索した結果，本件対象文書を保有していたことからこれを特定

した。 
ウ 本件対象文書の特定に際しては，審査請求人に対し本件開示

請求の趣旨について確認したり開示請求文言の補正を求めたり

はしていない。 
（２）当審査会事務局職員をして平成２７年９月２日の参議院我が国

及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会の会議録を確認

させたところ，同年７月１０日の衆議院我が国及び国際社会の平

和安全法制に関する特別委員会において穀田衆議院議員が取り上

げたとされる「イラン情勢（ホルムズ海峡をめぐる動き）」と題す

る文書が掲載されていた。そこで，当審査会において当該文書及

び諮問庁から提示を受けた上記（１）アの資料を確認したところ，

後者は一部文字が判別できない部分があるものの，確認できる範

囲内では両者は同一の文書であると認められる。そして，「イラン

情勢（ホルムズ海峡をめぐる動き）」は，諮問庁の上記（１）アの

説明のとおり，平成２３年から平成２４年頃の出来事に言及して

おり，①「ホルムズ海峡をめぐる動き」，②「イランの核問題」及



 

び③「米中央軍主催の国際掃海訓練への参加（対イラン関係の留

意点）」の３つの見出しを掲げる文書であり，また，それら３つの

見出しに関し，それぞれ様々な事項に言及した本文が記載されて

いることが認められる。 
そして，本件開示請求は，当該文書と「同様な内容を含んだ資

料の全て」の開示を求めるものであるところ，何をもって「同様

な内容」というのかは明らかでなく，処分庁が解したように「主

な論点」が「同様な内容」のものと解する余地もある一方，上記

各見出しについて記載された本文の個別具体的な内容と「同様な

内容」を指すものと解する余地もある。さらに，仮に本件開示請

求が，後者の趣旨のものであると解した場合に，対象となる文書

の探索が可能かについて当審査会事務局職員をして諮問庁に確認

させたところ，外務省においては，この種の事柄に関して関係各

課で作成又は取得された極めて多数の文書を保有しているため，

本件開示請求がそのような趣旨であるとすると，これらの文書に

つき同様な記述がないか確認をしなければならなくなり，その作

業は膨大なものになることが予想されるとのことであった。 
（３）以上の事情を踏まえると，「同様な内容」という請求文言だけで

は，処分庁が同請求文言に該当する文書を特定することは困難で

あって，本件開示請求には，文書の不特定という形式上の不備が

認められる。 
処分庁は，原処分において，本件開示請求の趣旨を審査請求人

に確認することなく，本件開示請求につき上記（１）アの①及び

②の条件を満たすものを求めていると解し，本件対象文書の特定

を行ったが，文書特定の概念は，開示請求制度の適切かつ円滑な

運用のための機能的概念であるところ，本件開示請求の趣旨は上

記のとおり必ずしも明確ではなく，審査請求人は，「イラン情勢（ホ

ルムズ海峡をめぐる動き）」に更に内容が近いものが存在するはず

である旨主張していることを考慮すると，処分庁が，審査請求人

に対して請求文言の補正を求めるか開示請求の趣旨を確認するこ

となく，本件開示請求の趣旨を限定的に解釈して，本件対象文書

を特定したことは，不適切であったと認められる。 
したがって，処分庁としては，審査請求人に対し，本件開示請

求の趣旨に沿う文書を特定するために，請求文書の補正を求めた

上で，本件対象文書以外の補正された請求文言に該当する文書が

あれば，これを特定し，改めて開示決定等を行う必要があると認

められる。 
29-19 答申２９（行情）２１８ 

「特定文書が編てつされて

いる行政文書ファイル内の

特定文書を除く文書（特定

刑事施設）の不開示決定に

関する件」 
 
・ 行政文書ファイル管理

簿上の行政ファイル名の

２ 原処分の妥当性について 
（略） 
（２）そこで検討すると，審査請求人は，本件対象文書，すなわち，

文書１ないし文書１０が編てつされている行政文書ファイル内の

全ての文書（文書１ないし文書１０を除く。）の開示を求めている

ところ，このような行政文書ファイル管理簿上の行政文書ファイ

ル名の引用による特定の仕方でも，開示請求の対象となる文書の

特定として不十分とはいえないと解される。そして，諮問庁は，

処分庁において本件対象文書を保有していることを自認している



 

引用による特定の仕方で

も，文書の特定として不

十分とはいえず，本件対

象文書の量（２万枚程度）

を理由として，開示請求

に形式上の不備があると

して不開示とすることは

許されないと判断した例 
 

のであるから，その量がおおむね２万枚程度であるとしても（そ

の文書量につき，処分庁において，業務の遂行に著しい支障を生

じ，法１１条を適用しても対応が不可能といえる程度の量である

とまでは認められず，ひいては，当該開示請求が，社会通念上相

当であるとして是認できる開示請求の範囲を超えるものであると

認めることはできない。），そのことを理由に，開示請求に形式上

の不備（行政文書の特定が不十分）があるとして不開示とするこ

とは許されないというほかはなく，したがって，原処分は取消し

を免れない。 
○ ［再掲］ 

答申２９（行情）４０３ 
「「河野談話作成過程等に

関する検証チーム」に関連

して作成・取得した文書等

の一部開示決定に関する

件」 
 
・ 報道機関等から提起さ

れることが当時想定され

た質問とそれに対する応

答要領等については，法

５条３号，５号及び６号

柱書きのいずれにも該当

せず，開示すべき，また，

原処分では不存在とされ

た文書について，請求文

言を合理的に解釈すれば

本件請求対象に該当する

と認められる文書が不開

示とされた部分に含まれ

ていることから，これに

つき改めて特定の上，開

示決定等をすべきとした

例 
 

 整理番号２９－４の答申参照 
 

29-20 答申２９（行情）４３０ 
「平成２６年度及び２７年

度に開催された薬価算定組

織に係る議事概要等の一部

開示決定に関する件（文書

の特定）」 
 
・ 審査請求人は，薬価算

定組織の議事録の開示請

求を行ったところ，薬価

算定組織は非公開であ

１ 本件開示請求について 
本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものである。 
処分庁は，本件対象文書を特定し，その一部を開示する決定（原

処分）を行った。これに対して審査請求人は，薬価算定組織の議事

録について特定漏れがあるとして開示を求めているところ，諮問庁

は，別紙２に掲げる文書のうち，「１ 議事概要」を特定した原処分

を妥当としていることから，以下，本件対象文書の特定の妥当性に

ついて検討する。 
２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（４）以上を踏まえ，検討する。 



 

り，議事録を作成するこ

ととされていない状況に

おいては，開示請求の趣

旨を踏まえた上で文書を

特定すべきであることか

ら，本件対象文書として

議事概要を特定したこと

を妥当であるとした例 

ア 「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」（平成１１年４

月２７日閣議決定）の別紙３「審議会等の運営に関する指針」

３議事（４）公開の②で，「会議又は議事録を速やかに公開する

ことを原則とし，議事内容の透明性を確保する。なお，特段の

理由により会議及び議事録を非公開とする場合には，その理由

を明示すると共に，議事要旨を公開するものとする。」と定めら

れている。    
イ 当審査会において，諮問庁から「薬価算定組織運営要綱」の

提示を受け，確認したところ，薬価算定組織は非公開とする旨

が規定されており，また，議事録を作成することと定める規定

はなかったことから，議事録が作成されていないとする上記

（３）の諮問庁の説明は首肯せざるを得ない。 
ウ また，上記（３）のとおり，議事録を作成することとされて

いない状況においては，開示請求の趣旨を踏まえた上で文書を

特定すべきであることから，処分庁において，本件対象文書と

して議事概要を特定したことは，是認せざるを得ない。 
 

30-22 答申３０（行情）１９６ 
「「平成２８年度パワハラ

アンケートの結果につい

て」の開示決定に関する件

（文書の特定）」 
 
・ 「パワー・ハラスメン

トの調査」に係る「設問

及び調査結果」の開示を

求める請求に対し，「設

問」のみが記載された文

書については，「設問及び

調査結果」が記載された

本件対象文書と内容が重

複することから特定の必

要はないと諮問庁は説明

するものの，審査請求人

は必ずしも「設問」と「調

査結果」の双方が記載さ

れた文書のみの開示を求

めていると解することは

できないとして，「設問」

に係る文書を特定し，調

査の上，更に本件請求文

書に該当するものがあれ

ば，これを特定し，改め

て開示決定等をすべきで

あるとした例 
 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（３）上記（２）の諮問庁の説明によれば，処分庁は，本件請求文言

を限定的に解釈して，本件対象文書を特定したものであり，本件

請求文言にいう「設問」のみが記載された行政文書は本件対象文

書の外に存在するとのことである。 
   本件請求文言を合理的に解釈すれば，審査請求人は必ずしも「パ

ワー・ハラスメントの調査」の「設問」及び「集計結果」の双方

を記載した行政文書のみの開示を求めていると解することはでき

ず，「設問のみが記載された行政文書」も本件請求文書に該当する

と認められる。したがって，防衛省において，本件対象文書の外

に開示請求の対象として特定すべき文書として「パワー・ハラス

メントの調査」の「設問」に係る文書を保有していると認められ

るので，これを特定し，調査の上，更に本件請求文書に該当する

ものがあれば，これを特定し，改めて開示決定等をすべきである。 



 

30-23 答申３０（行情）２８５ 
「「総務課長が有する職務

権限と法的効果が明記され

ている文書」の開示決定に

関する件（文書の特定）」 
 
・ 諮問庁が諮問に当たり

追加して特定すべきとし

ている文書について，審

査請求人に対し，補正の

参考となる情報を提供す

るなどして開示を請求す

る文書の名称等について

補正を求め，改めて文書

の特定を行い，開示決定

等をすべきであるとした

例 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）本件対象文書２ 
  ア 諮問庁は，本件対象文書２の特定について，理由説明書（上

記第３の３（１）イ）の記載及び当審査会事務局職員をして諮

問庁に対し詳細な説明を求めさせたところによると，おおむね

以下のとおり説明する。 
本件審査請求を受け，諮問庁として，改めて処分庁に対し本

件審査請求に該当すると思われる文書を保有しているか確認を

行ったところ，本件請求文書のうち「開示請求事務，裁量，職

務義務の部分のみ事例を含む」に該当するものとして，開示請

求事務に係る事例として本件開示請求日から直近の総務課長が

開示請求に係る補正を求めた文書（本件対象文書２）を確認し

たため，本件対象文書２を新たに特定した。 
なお，「総務課長が有する職務権限と法的効果が明記されてい

る文書」として本件対象文書１を特定したのであるから，「開示

請求事務，裁量，職務義務の部分のみ事例を含む」については，

本件対象文書１に係る事例であると解するのが相当であり，本

件対象文書１には，裁量，職務義務という記載がないことから，

開示請求事務に係る事例のみを本件対象文書２として特定した

ものであり，また，開示請求事務に関して，補正を求める文書

以外に，総務課長名による文書は存在しない。 
さらに，処分庁では，総務課長が開示請求に係る補正を求め

た文書を複数件保有しているところ，本件開示請求書に事例の

件数の指定はないが，全ての文書を求めているとは考え難いこ

とから，本件開示請求日から直近（最新）の文書である本件対

象文書２を特定したものである。 
 （略） 

ウ 上記ア及びイのとおり，諮問庁は，諮問に当たり，本件請求

文書のうち，「開示請求事務，裁量，職務義務の部分のみ事例を

含む」に該当するものとして，１件の文書（本件対象文書２）

のみ特定すべきとしているところ，これについて以下，検討す

る。 
（ア）原処分から諮問までの経緯を見ると，原処分においては，

本件請求文書のうち，「総務課長が有する職務権限と法的効果

が明記されている文書」に該当する文書（本件対象文書１）

を特定したが，本件対象文書１には，本件請求文書の括弧書

きである「開示請求事務，裁量，職務義務の部分のみ事例を

含む」に相当する事例は含まれておらず，そのような場合，

事例に該当する文書の有無を探索するなどの文書特定のため

の作業が必要であったと認められ，この点，諮問庁が，諮問

に当たり，本件対象文書２を特定すべきとしているものであ

ると認められる。 
（イ）諮問庁は，本件対象文書１には「裁量，職務義務」という

記載はなく，また，開示請求事務に関して，補正を求める文

書以外に，総務課長名による文書は存在せず，さらに，本件



 

開示請求書に事例の件数の指定はなく，全ての文書を求めて

いるとは考え難いため，本件開示請求日から直近の文書であ

る本件対象文書２を特定した旨説明するが，総務課長が開示

請求に係る補正を求めた文書が複数件あり，個々の開示請求

に係る案件によっては，求めた補正の内容も異なることが考

えられることから，処分庁においては，審査請求人に対して，

「裁量，職務義務」について記載された文書が存在しないこ

とを含め，補正の参考となる情報を提供するなどして開示を

請求する文書の名称等について補正を求め，改めて文書の特

定を行い，開示決定等をすべきであったと認められる。 
 

30-24 答申３０（行情）３３１ 
「「特定一般社団法人の申

告がありましたか」の不開

示決定に関する件」 
 
・ 請求文書に該当する文

書を複数保有している可

能性があると見込まれる

場合に，開示請求者が該

当する全ての文書を求め

ているとは考え難いこと

から，そのうちの一文書

のみを特定すべきである

とする諮問庁の説明を是

認した例 

２ 本件対象文書の存否応答拒否の妥当性について 
（略） 
（３）そこで検討すると，本件開示請求は，特定一般社団法人を特定

した上で，特定一般社団法人の法人税の確定申告の有無が分かる

文書の開示を求めているものと解されるところ，その存否を答え

ることは，特定一般社団法人が法人税の納税義務者である事実の

有無（本件存否情報）を明らかにすることと同様の結果を生じさ

せるものと認められる。 
そして，本件存否情報は，上記（２）のとおり，特定一般社団

法人にとって一般に公にされることのない運営及び財務上の機微

な情報と認められることから，これを公にした場合，特定一般社

団法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれは

否定できない。 
そうすると，本件対象文書の存否を答えるだけで，法５条２号

イの不開示情報を開示することとなるため，同条６号柱書きにつ

いて判断するまでもなく，法８条の規定により，その存否を明ら

かにしないで本件開示請求を拒否すべきものと認められる。 
なお，本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をし

て諮問庁に確認させたところ，特定税務署では，本件対象文書の

外に本件請求文書に該当する文書として特定できると考えられる

文書を保有している可能性もあると見込まれるところ，本件開示

請求が特定一般社団法人の法人税の確定申告の有無が分かる全て

の文書を求めているとは考え難いことから，本件開示請求の対象

として，法人税法７４条において確定申告に当たり提出しなけれ

ばならないと規定する確定申告書を特定した旨説明する。当該説

明に特段不自然，不合理な点はなく，首肯できる。 
 

30-25 答申３０（行情）４７３ 
「特定課が保有する裁判結

果報告の不開示決定（不存

在）に関する件」 
 
・ 諮問庁が諮問に当たり

新たに特定すべきとして

いる文書について，諮問

１ 本件対象文書について 
本件開示請求は，「労災補償課が保有する裁判結果報告」（本件請

求文書）の開示を求めるものである。 
処分庁は，原処分において，文書不存在による不開示決定を行っ

た。 
これに対し，審査請求人は，開示請求に係る行政文書を作成又は

取得しているとして審査請求をしたところ，諮問庁は，別紙に掲げ

る文書（本件対象文書）を新たに特定し，一部を開示するとしてい



 

庁は，一部開示決定をす

ることが妥当であるとし

て，その不開示部分の不

開示理由についても説明

するが，①本件対象文書

が約５０件の報告から成

り，約７０件の判決書が

含まれるなど，比較的文

書量が多いこと，②原処

分は不存在を理由とする

不開示決定であり，現時

点においては，諮問庁が

一部開示決定の意向を示

したにすぎず，審査請求

人も諮問庁がどのような

記載を不開示とすべきと

しているかを含め，文書

自体を確認していない段

階であることなどを勘案

して，諮問庁が不開示と

すべきとしている部分の

不開示情報該当性につい

ては判断せず，特定の妥

当性についてのみ判断し

た例 
 

ることから，本件対象文書の特定の妥当性について，以下，検討す

る。 
なお，諮問庁は，本件対象文書について，一部開示決定をするこ

とが妥当であるとし，その不開示部分の不開示理由についても説明

するが，（ⅰ）本件対象文書が約５０件の報告から成り，約７０件の

判決書が含まれるなど，比較的文書量が多いこと，（ⅱ）原処分は不

存在を理由とする不開示決定であり，本件対象文書は，現時点にお

いては，諮問庁が一部開示決定の意向を示したにすぎず，審査請求

人も諮問庁がどのような記載を不開示とすべきとしているかを含

め，文書自体を確認していない段階であることなどを勘案して，諮

問庁が不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について

は，判断しないこととする。 

30-26 答申３０（行情）５３４ 
「「そうび」の開示決定に関

する件（文書の特定）」 
 
・ 請求文書に該当する文

書については，法１１条

の規定を適用した上で行

われた請求文書の相当部

分に係る先行開示決定で

ある原処分で特定された

文書の外にないとは限ら

ず，相当の期間内に２回

目の開示決定等での開

示・不開示が決定される

ことは明らかであるか

ら，先行開示決定である

原処分に対して文書の特

定を争うことは，理由が

ないとした例 
 

１ 本件開示請求について 
本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものである。 
処分庁は，法１１条の規定を適用した上，本件請求文書に該当す

る文書の相当の部分として本件対象文書を特定し，その全てを開示

する原処分を行った。 
審査請求人は，文書の更なる特定を求める旨主張しており，諮問

庁は本件対象文書を特定し，開示した原処分を妥当としていること

から，以下，本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 
２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

原処分は法１１条の規定を適用した上で行われた相当の部分に係

る開示決定であることを踏まえると，審査請求人が開示を求める本

件請求文書に該当する文書については，本件対象文書の外にないと

は限らないのであって，相当の期間内に行われる２回目の開示決定

等で開示・不開示が決定されることは明らかであるから，審査請求

人の主張は，理由がない。 



 

30-27 答申３０（独情）３ 
「特定年度前期試験判定資

料一覧等の一部開示決定に

関する件」 
 
・ 大学入学試験の合格者

最低点が分かる文書等の

開示請求に対し，試験判

定資料一覧のうち合格者

最低点が記載されている

頁のみを特定したことに

つき，法に基づく開示請

求権の対象は情報ではな

く文書であり，文書の名

称等により他の文書と識

別できる程度に特定され

たものが一つの文書であ

ると解されることから，

当該一覧全体を特定すべ

きと判断した例 
 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）そこで，当審査会において，諮問庁から，特定年度の試験判定

資料一覧（前期・後期・推薦）の提示を受けて確認すると，当該

判定資料一覧はそれぞれ複数枚で構成されており，原処分におい

て本件対象文書として特定されたものは，当該判定資料一覧の一

部にすぎないことが認められることから，当審査会事務局職員を

して，諮問庁に対し，確認させたところ，審査請求人が請求した

のは，特定年度の入試における合格者最低点が分かる文書であっ

たことから，特定年度の試験判定資料一覧（前期・後期・推薦）

のうち，合格者最低点等が記載されている頁（各１枚）のみを特

定し，その頁に記載された事項について不開示情報該当性を判断

し，一部開示決定を行ったとのことであった。 
   しかしながら，法に基づく開示請求権の対象は法人文書であり，

情報が一定の媒体に記録されたものであって，情報そのものでは

なく，法人文書の名称等により他の法人文書と識別できる程度に

特定されたものが一つの文書であると解されることから，本件請

求文書に該当する文書として，特定年度の試験判定資料一覧（前

期・後期・推薦）の一部のみを特定した原処分には法の解釈適用

の誤りがある。 
（３）したがって，特定年度の試験判定資料一覧（前期・後期・推薦）

の本件対象文書を除く部分を対象として，改めて開示決定等をすべ

きである。 
 

1-23 答申２（行情）１０ 
「「一般国際法上，駐留を認

められた外国軍隊には，特

別の取決めがない限り接受

国の法令は適用されない」

と判断する根拠となってい

る文書等の開示決定に関す

る件（文書の特定）」 
 
・ 特定文言とほぼ同じ趣

旨の国会答弁が遅くとも

昭和４７年には行われて

いたなどとする審査請求

人の主張にも鑑みれば，

特定文言に係る政府の立

場について検討又は整理

したような文書を含め，

平成１４年５月に作成さ

れた本件対象文書の外に

本件請求文書に該当する

文書の保有は確認できな

かったなどとする諮問庁

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）本件対象文書は，特定文言を閣議決定という文書の形で政府の

立場として初めて表明した文書であって本件請求文書に該当する

とする上記（１）イの諮問庁の説明は否定し難い。 
一方，特定文言とほぼ同じ趣旨の国会答弁が遅くとも昭和４７

年には行われていたなどとする審査請求人の主張にも鑑みれば，

特定文言に係る政府の立場について検討又は整理したような文書

を含め，平成１４年５月に作成された本件対象文書の外に本件請

求文書に該当する文書の保有は確認できなかったなどとする上記

（１）ウの諮問庁の説明は疑問なしとしない。 
しかしながら，本件審査請求を受け，改めて探索を行ったもの

の，本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書の保有を確

認できなかったなどとする上記（１）エの諮問庁の説明を覆すに

足りる事情も認められないことから，外務省において本件対象文

書の外に本件請求文書に該当する文書を保有していないと認めざ

るを得ない。 
  
 



 

の説明は疑問なしとしな

いが，改めて探索を行っ

たものの，本件対象文書

の外に本件請求文書に該

当する文書の保有を確認

できなかったなどとする

諮問庁の説明を覆すに足

りる事情も認められない

ことから，本件対象文書

の外に本件請求文書に該

当する文書を保有してい

ないと認めざるを得ない

とした例 
 

1-24 答申１（行情）１３０及び

１３１ 
「「特定課で作成されたマ

ニュアル，手引，要綱」の

不開示決定（不存在）に関

する件」 
「「特定課で作成された事

務取扱要領と事務取扱規

程」の不開示決定（不存在）

に関する件」 
 
・ 「厚生労働省大臣官房

地方課で作成されたマニ

ュアル，手引き，要綱」

の開示請求につき，諮問

庁が，文書の表題に「マ

ニュアル」，「手引き」，「要

綱」と記載された文書に

ついて追加して特定し，

開示すべきとしているこ

とについて，開示請求者

が開示を求める文書は，

単に表題に「マニュアル」

等の文言が用いられてい

るものに限定されず，内

容に照らしてマニュアル

等に相当する文書も該当

するのであり，開示請求

者に請求の意図を確認す

る必要があったとして，

原処分を取消し，開示を

請求する名称等について

２ 原処分の妥当性について 
（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に対し詳細な説明を求めさせ

たところによると，諮問庁は，文書１ないし文書１０の特定の妥

当性について，おおむね以下のとおり説明する。 
本件各開示請求は，厚生労働省大臣官房地方課で作成されたと

ころの「マニュアル，手引き，要綱」及び「事務取扱要領と事務

取扱規程」の開示を求めるものである。そこで，本件審査請求を

受けて，厚生労働省大臣官房地方課（以下「地方課」という。）が

作成した文書のうち，表題に「マニュアル」，「手引き」，「要綱」，

「要領」又は「規程」の文言が用いられている文書を改めて探索

したところ，別紙に掲げる文書１ないし文書１０を保有している

ことが確認されたため，これらを特定することとしたものである。 
 （略） 
（３）ところで，諮問庁は，本件対象文書についての上記（１）のよ

うな理解に基づき，表題に「マニュアル」等の文言が用いられて

いる文書として，文書１ないし文書１０を特定すべきと説明する。

しかしながら，本件開示請求書の「請求する行政文書の名称等」

欄の記載は，上記１（１）のとおりであり，これらの文言からす

ると，文書の表題に「マニュアル」等の文言が用いられているも

のに限定して請求する趣旨であると一義的に解することはでき

ず，例えば「手順書」や「説明書」のように，表題に「マニュア

ル」等の文言が用いられていなくても，その内容に照らして，マ

ニュアル等に相当する文書まで請求する趣旨であると解すること

もできる。 
   そして，そのような趣旨である場合には，地方支分部局である

地方厚生局及び都道府県労働局の所掌事務の運営に関し総合的監

督を行うこと等を始めとして，厚生労働省組織令上，地方課が地

方支分部局に関する事務を広く所掌していることにも鑑みると，

処分庁において，文書１ないし文書１０以外にも，本件対象文書

に該当する文書を保有していることは十分考えられるところ，そ

の全ての文書の開示を開示請求者が求めているか不明であり，開

示請求者にその意図を確認する必要があったということができ



 

補正を求めた上で，改め

て文書の特定を行い，開

示決定等をすべきである

とした例 
 

る。 
（４）そうすると，本件各開示請求については，上記１（１）の本件

各開示請求書の記載のみでは該当する文書を一義的に特定するこ

とはできないことから，処分庁としては，請求された文書の名称

等につき，開示請求者の求めるところを正確に把握した上で本件

対象文書の特定に当たるべきであったということができる。 
そして，各開示請求の趣旨又は補正手続の状況によって，本件

対象文書に該当する文書の判断や本件各開示請求の内容自体が左

右される余地が生じることとなるところ，各諮問書に添付された

資料によれば，本件各開示請求に対する趣旨の確認や求補正の手

続はなされていないと認められることから，処分庁が開示請求者

の意図を確認することなく，本件対象文書に該当する文書を保有

していないとして不開示とする各原処分を行ったこと及び諮問庁

が文書１ないし文書１０を特定し，その一部を開示すべきとして

いることは，いずれも相当ではないといわざるを得ない。 
 （５）したがって，処分庁においては，審査請求人に対して，本件各

開示請求の趣旨に沿う文書を特定するために必要な情報を提供す

るなどして開示を請求する文書の名称等について補正を求めた上

で，改めて文書の特定を行い，開示決定等をすべきであると認め

られる。 
 

1-25 答申１（独情）６８ 
「レーザー科学研究所が保

有する平成２２年度の給与

支給内訳書の一部開示決定

に関する件」 
 
・ 事件名の文書の開示請

求につき，当該文書は研

究所と大学本部がそれぞ

れ保有していたところ，

当該年度の９月分以降は

研究所での保有をやめ，

大学本部のみで保有する

ことになったにもかかわ

らず，開示請求書の記載

を，研究所のみが保有す

る文書に限定するような

補正をしており，このこ

とを審査請求人が認識し

ていたとは認められない

ことから，大学本部が保

有する９月分以降のもの

も特定し，改めて開示決

定等をすべきとした例 
 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，本件対象文書の特定

の経緯等について改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のと

おり説明する。 
  ア 大阪大学では，研究所に所属する職員の給与支給内訳書を研

究所と大学本部が重複して保有していたところ，平成２２年当

時，業務の効率化の観点から，大学の一部局である研究所が大

学本部とは別に，同一内容の給与支給内訳書を保有する必要は

ないと判断し，同年９月分以降の給与支給内訳書は，大学本部

のみで保有し，研究所においては保有しなくなったものである。 
イ 本件請求文書は，研究所が保有する平成２２年度の給与明細

（給与支給内訳書）と補正されているところ，上記のとおり，

研究所では平成２２年９月分以降は保有していないことから，

同年４月分から同年８月分までの給与支給内訳書を対象文書と

して特定したものである。 
ウ 審査請求人は，特定職員Ａ，特定職員Ｂ及び特定職員Ｃに係

る平成２２年９月分から平成２３年３月分までの給与支給内訳

書の開示を求めているところ，これらの文書を大学本部では保

有しているものの，研究所では保有していないため，本件開示

請求の対象として特定する必要はないものと考える。 
（３）以下，検討する。 

当審査会において，諮問書に添付された法人文書開示請求書の

「補正後の開示請求書における法人文書等の名称」欄を確認した

ところ，「研究所が保有する平成２２年度の給与明細（給与支給内



 

訳書）」と記載されていることが認められる。しかしながら，審査

請求人は，同年度の全ての月の給与支給内訳書の開示を求めてい

ることからすると，上記補正に当たり，上記（２）ア記載のとお

り同年度の途中で大阪大学における文書の保管方法に変更があっ

たことを認識していたとは認め難く，開示請求の対象を研究所が

保有する文書のみに限定し，大学本部で保有する文書を除外する

趣旨で上記補正がされたものとは認められない。そうすると，本

件開示請求の対象となるのは，研究所で保有する平成２２年４月

分から同年８月分までの給与支給内訳書であり，大学本部が保有

する同年９月分から平成２３年３月分までの給与支給内訳書を特

定する必要はない旨の上記諮問庁の説明は認め難く，大学本部が

保有する同給与支給内訳書も本件開示請求の対象として特定すべ

きである。以上のとおり，大阪大学において保有する別紙３に掲

げる文書は，本件開示請求の対象として特定すべき文書と認めら

れるので，これを対象として改めて開示決定等をすべきである。 
 

2-6 答申２（行情）２９５ 
「特定年度に行った名古屋

入国管理局管内の職員研修

に関する案内・研修資料の

不開示決定に関する件（文

書の特定）」 
 
・ 処分庁が，一の開示請

求に対して，開示できる

文書と開示できない文書

を分けて開示決定等を行

い，後者の文書に係る原

処分について特定誤りが

あるとして審査請求がさ

れたところ，当該文書の

特定誤りを認めた上で，

他に特定すべき文書は，

既に前者の文書に係る処

分で特定されていたこと

から，外に特定すべき文

書を保有していないとい

う意味で，結論において

妥当とされた例 
 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）検討 
 （略） 

イ また，当審査会において，諮問庁から，上記（１）ウ掲記の

開示実施文書の提示を受け，確認したところ，上記第３の１の

とおり，処分庁が，本件開示請求に対し，別途，本件対象文書

以外の本件開示請求に該当する文書を特定の上，平成３０年１

１月２０日付け管名総第１８７５号により一部開示決定してい

ることが認められ，これを踏まえれば，本件対象文書の外に，

本件開示請求に該当する文書は保有していないとする諮問庁の

上記（１）ウの説明に，特段不自然，不合理な点があるとはい

えず，これを覆すに足りる事情は認められない。なお，審査請

求人も，意見書（上記第２の２（２））において，「追加の調査

を行い，本文書以外に対象の文書が存在しなかった点について

は承知し，争いはない」と記載している。 
  ウ 以上によれば，名古屋入国管理局において本件請求文書に該

当する文書を保有しているとは認められないことから，処分庁

が本件請求文書の開示請求に対し本件対象文書を特定したこと

は妥当ではない。 
しかしながら，処分庁は，原処分において，本件対象文書を

特定し，その全部を不開示とする決定を行っており，また，審

査請求人も，本件対象文書以外には開示請求の対象となる文書

が存在しなかった点について，争っていないのであるから，あ

えて原処分を取り消し，本件対象文書を特定しないこととする

には及ばない。 
  エ したがって，本件開示請求に対しては，本来対象となる文書

を保有していないとして不開示とすべきであったものである

が，本件対象文書の外に特定すべき文書を保有していないとい

う意味で，原処分は結論において妥当である。 



 

 
2-7 答申２（行情）３１８ 

「特定日付け通達及びこれ

と行政機関の保有する情報

の公開に関する法律施行令

１３条２項の規定の適用上

１件の行政文書と観念され

るべき文書の開示決定に関

する件（文書の特定）」 
 
・ 文書特定の概念は，開

示請求制度の適切かつ円

滑な運用のための機能的

概念であるところ，本件

開示請求の趣旨は明確で

はなく，処分庁が，本件

請求文書に該当する文書

を特定することは困難で

あると認められ，処分庁

としては，審査請求人に

対し，本件開示請求の趣

旨に沿う文書を特定する

ために必要な情報提供を

行い，請求文書の補正を

求めた上で，本件対象文

書以外の対象文書を特定

し，改めて開示決定等を

行う必要があるとした例 
 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）本件開示請求は，「平成２３年１月１３日付け警察庁丙生企発第

２号，丙地発第３号，丙刑企発第１号，丙捜一発第１号に係る警

察庁生活安全局長・警察庁刑事局長通達及びこれと法施行令第１

３条第２項の規定の適用上１件の行政文書と観念されるべき複数

の行政文書の全体」を求めるものであるが，法施行令１３条２項

は，開示請求がなされた場合の手数料の算定に当たり，これら複

数の行政文書を１件の行政文書とみなす旨の規定にすぎないこと

に鑑みると，本件開示請求の趣旨は明確であるとはいえない。 
諮問庁は，上記（１）ウのとおり，本件審査請求を受け，審査

請求人がした，別件の開示請求に係る照会内容等を踏まえ，改め

て探索を行ったところ，別紙の３に掲げる１７文書を特定するこ

ととしたなどと説明する。 
しかしながら，文書特定の概念は，開示請求制度の適切かつ円

滑な運用のための機能的概念であるところ，本件開示請求の趣旨

は明確ではなく，処分庁が，本件請求文書に該当する文書を特定

することは困難であると認められる。 
したがって，本件対象文書は本件請求文書に該当すると認めら

れるものの，本来であれば，処分庁は審査請求人に対し，請求文

言の補正を求めるか，開示請求の趣旨を確認しなければならず，

本件開示請求には，文書の不特定という形式上の不備があるとい

わざるを得ない。 
   よって，処分庁としては，審査請求人に対し，本件開示請求の

趣旨に沿う文書を特定するために必要な情報提供を行い，請求文

書の補正を求めた上で，本件対象文書以外の対象文書を特定し，

改めて開示決定等を行う必要があると認められる。 
 

2-8 答申２（行情）３５２ 
「国が都道府県等に示した

発達障害者支援法上の定

義・判断基準が記載された

文書の開示決定に関する件

（文書の特定）」 
 
・ 開示請求書の記載では

開示請求者が何の開示を

求めているか明示されて

いないにもかかわらず，

処分庁は，開示請求者の

意図を確認しないまま，

別件の開示請求内容をも

って本件開示請求内容を

狭く解して文書を特定

し，さらに同様の考えに

２ 本件対象文書及び追加文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）以下，検討する。 
  ア 本件請求文書は，「国が都道府県等に示した発達障害者支援法

上の定義・判断基準（発達障害支援室が管理する文書に限る）」

であり，開示請求者が何についての定義及び判断基準の開示を

求めているかは明示されていない。 
  イ 諮問庁は，上記（１）イのとおり説明するが，発達障害者支

援法２条は，１項ないし４項で「発達障害」，「発達障害者」，「社

会的障壁」及び「発達支援」をそれぞれ定義しているのである

から，開示請求者が「発達障害」の定義及び判断基準のみにつ

いて開示を求めていると一義的に解することはできない。 
また，諮問庁の上記（１）ウの説明は，開示請求者の意図を

確認しないまま，別件の開示請求内容をもって本件開示請求内

容を狭く解するものであり，しかも別件の開示請求内容は，「発

達障害児」の定義・判断基準について開示を求めるものである

から，是認できない。 



 

基づき追加で文書を特定

するとしていることに対

し，審査請求人に対して，

必要な情報提供をするな

どして，開示を請求する

文書の名称等について補

正を求めた上で，改めて

文書の特定を行うべきと

した例 
 

  ウ そうすると，本件開示請求については，開示請求書の記載の

みでは該当する文書を一義的に特定することはできないことか

ら，処分庁としては，請求する文書の名称等について，開示請

求者の意図を正確に把握した上で本件対象文書の特定に当たる

べきであったということができる。 
そして，開示請求の趣旨又は補正手続の状況によって，本件

対象文書に該当する文書の判断や本件開示請求の内容自体が左

右される余地が生じることとなるところ，処分庁が開示請求者

の意図を十分に確認することなく，本件対象文書を特定し，開

示する原処分を行ったこと及び諮問庁が追加文書を新たに特定

し，開示すべきとしていることは，いずれも妥当ではないとい

わざるを得ない。 
 

2-9 答申２（行情）４７３ 
「特定刑事施設の組織図の

開示決定に関する件（文書

の特定）」 
 
・ 処分庁が，開示請求者

に対し，開示請求の趣旨

に合致する文書が存在し

ないと説明した上で，別

の文書を対象とする請求

に補正させ，原処分を行

ったものの，当審査会か

らの照会を受け諮問庁が

再確認を行った結果，当

初の開示請求の趣旨に合

致する文書の存在が判明

したことから，処分庁の

求補正手続を不適切とし

た上で，当該文書を開示

すべきとした例 
 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）当審査会において，諮問書に添付された本件対象文書（写し）

を確認したところ，全国の各刑事施設の組織の構成，名称，数等

が記載されているが，審査請求人の「本件請求文書による開示請

求の趣旨」（以下「開示請求の趣旨」という。）である「特定刑事

施設Ａの幹部職員の氏名」の記載が含まれていないことが認めら

れる。 
一方，審査請求人は，審査請求書及び意見書において，特定刑

事施設Ａの所長と幹部名等，公開の認められたものを開示請求し

ている旨主張している。この点について，当審査会事務局職員を

して更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，再度，処分庁に

おいて，開示請求の趣旨に該当する行政文書を探索させた結果，

全ての職員が記載されている職員名簿（特定刑事施設Ａ）を保有

していることを確認し，当該文書は，開示請求の趣旨に合致する

内容が記載されている行政文書であることが判明した旨説明す

る。 
上記の諮問庁の説明に関し，諮問庁から職員名簿（特定刑事施

設Ａ）の提示を受け，当審査会においてこれを確認したところ，

当該文書には，開示請求の趣旨に合致する部分が記載されている

ことが認められる。 
（３）しかしながら，上記第３の２（６）ウによれば，審査請求人に

対して行った求補正において，開示請求の趣旨に合致する文書で

ある職員名簿（特定刑事施設Ａ）を保有していない旨説明してい

る。 
これを検討するに，本件対象文書を特定した上記（１）の経緯

に照らせば，処分庁の本件における求補正の手続は不適切なもの

といわざるを得ず，開示請求の趣旨に合致する文書である職員名

簿（特定刑事施設Ａ）を特定すべきである。 
 

3-11 答申３（行情）２２２ 
「不正受給関係疑義解釈集

の一部開示決定に関する

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 
（略） 
（２）検討 



 

件」 
 
・ 処分庁が，ある文書全

体が開示請求の対象に該

当するとしつつも，その

内容の大半は不開示情報

に該当するとの理由によ

り，当該文書の一部のみ

を開示決定の対象として

特定したことについて，

開示請求の対象となる文

書の特定の問題と不開示

情報該当性の判断に混同

がみられるとして，改め

て開示決定等をすべきと

した例 
 

 （略） 
カ 以上を踏まえて検討すると，本件開示請求に対し，処分庁は，

原処分において，上記（１）ウのとおり，疑義解釈集という１

件の文書のうち「問３２及び問３３」の問答部分という一部の

みを取り出して特定したものである。 
  上記ウ（ア）の処分庁の説明によると，処分庁は，疑義解釈

集の全体が本件開示請求において審査請求人が開示を求める文

書に該当するとした一方で，問３２及び問３３の記載頁以外は

不開示情報に該当するとの理由により，本件開示決定通知書に

おいて，特定の対象を疑義解釈集のうちこれら２問に限定した

ものであり，開示請求の対象となる文書の特定の問題と不開示

情報該当性の判断に混同がみられる。 
  このような判断は，開示義務の対象を行政文書とする法５条

の規定に反するものと解するほかはない。 
また，上記（１）によると，処分庁と審査請求人は，疑義解

釈集という１件の文書を開示請求の対象となるものとして確認

していたものと解されるが，処分庁は，説明もなく，原処分に

おいて事前の確認内容と異なる対象範囲を特定したものであ

る。このような経緯に照らしても，本件対象文書１を１件の文

書として扱うべき特段の事情等を認めることはできない。 
キ 諮問庁は，原処分において特定された本件対象文書１に加え，

別紙の２に掲げる本件対象文書２及び本件対象文書３を追加特

定するとしているが，上記（１）ウの処分庁による文書の特定

が法の適用解釈の誤りによるものであることを踏まえると，諮

問庁としては，別紙の４に掲げる文書を対象として，改めて開

示決定等をすべきである。 
 

5-26 答申５（行情）４７９及び

４８０ 

「特定の出張の報告に係る

文書の不開示決定に関する

件」 

 

・ 同旨の開示請求に対し，

異なる文書を特定し，開

示決定及び不開示決定し

た各原処分について，そ

れぞれ文書の特定漏れを

認め，処分庁の原処分に

おける文書の特定につい

ての検討が不十分及び諮

問庁の審査請求に対する

対応が不十分かつ一貫性

に欠けると付言した例 

 

５ 付言 

 （１）上記２（１）記載のとおり，本件各開示請求は同旨と認められ

るにもかかわらず，文書の特定において，原処分１と原処分２で

は異なった判断を行っており，処分としての一貫性に欠けるもの

と認められる。原処分における文書の特定についての検討が不十

分であったことは明らかであり，処分庁は，原処分において，漫

然と文書の特定を行ったのではないかといった疑問，疑念すら生

じさせる。 

また，諮問庁についても，上記第３の３（１）キ及び同（２）

イ記載のとおり，原処分における文書の特定について妥当とする

理由説明書の内容は，不十分かつ一貫性に欠けるものと認められ

る。 

5-27 答申５（行情）６２５ ２ 本件対象文書の保有の有無について 



 

「日米安全保障協議委員会

に関して行政文書ファイル

につづられた文書の不開示

決定（不存在）に関する件」 

 

・ 開示請求時点において，

行政文書ファイルを作

成・取得していなかった

ことを理由に文書不存在

とした決定に対し，開示

請求者が明示的に示さな

い限り，行政文書ファイ

ルにつづられた文書に限

定せず，行政文書ファイ

ルにまとめられる前段階

において，単独で管理し

ている行政文書も含めて

特定すべきであるとした

例 

（１）本件対象文書の保有の有無について，当審査会事務局職員をし

て諮問庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があっ

た。 

ア 本件開示請求は，令和４年１月７日に開催された日米安全保

障協議委員会（以下「本件日米「２＋２」」という。）に関して

外務省において作成又は取得した文書のうち，公文書等の管理

に関する法律（以下「公文書管理法」という。）５条２項に定め

る「相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合物にまとめ」

た行政文書ファイルにつづられた文書を求めるものと解した。 

イ 本件開示請求時点において，本件日米「２＋２」に関する行

政文書ファイルを作成・取得していなかったことから，本件対

象文書に該当する文書は存在しないとして不開示とする原処分

を行った。 

ウ なお，平成３１年の日米安全保障協議委員会共同発表に関し

て行政文書ファイル等につづられた文書の特定が争点となっ

た令和２年度（行情）答申第３１９号において，「審査請求人

が開示請求の対象を「「行政文書ファイル等」に綴られた文書」

としていることに鑑みると，本件請求文書は行政文書ファイル

につづられた文書に限定され」ないとの総務省情報公開・個人

情報保護審査会の判断が示されている。令和４年の日米安全保

障協議委員会に関する本件開示請求では，開示請求の対象が

「行政文書ファイルに綴られた文書」とされていることから，

当該請求内容は行政文書ファイルにつづられた文書に限定さ

れるものと考え，原処分を行った。 

（２）以下，検討する。 
（略） 

イ 公文書管理法５条２項は，行政文書を行政文書ファイルにま

とめなければならない時期について，適時にと規定しており，

当該時期については，行政機関が決定することができる。 

諮問庁が上記（１）イ及びウのとおり説明する考えによれば，

本件対象文書の範囲は，処分庁が行政文書の整理作業を行う時

期に左右されることになる。 

しかしながら，開示請求者は，本件日米「２＋２」に関する

行政文書ファイルが既にまとめられているものと認識していた

可能性がある。法が，国民主権の理念にのっとり，行政文書の

開示を定めること等により，行政 

情報の一層の公開を図り，政府の説明責務が全うされるよう

にするとともに，国民の理解と批判の下にある公正で民主的な

行政の推進を目的としていることに照らせば，少なくとも，本

件開示請求文言については，行政文書ファイルにまとめられる

前段階において，単独で管理している行政文書（以下「前段階

文書」という。）を除外する意図がある旨，開示請求者が明示的

に示さない限り，前段階文書を除外する意味であると理解する

のは相当とはいえない。 

そこで，本件開示請求における経緯について，当審査会事務

局職員をして諮問庁に確認させたところ，処分庁は，原処分に



 

先立って，本件開示請求時点において本件日米「２＋２」に関

する行政文書ファイルをまとめていなかった旨開示請求者に教

示しておらず，また，本件開示請求の趣旨について開示請求者

に確認していないとのことであった。 

そうであれば，諮問庁が上記（１）イ及びウで説明する原処

分の考え方は，是認できない。本件開示請求時点において本件

日米「２＋２」に関する行政文書ファイルを作成・取得してい

なかったとの，上記（１）イで諮問庁が説明する事実関係に鑑

みて，処分庁は，本件開示請求時点においては，開示請求内容

について，「行政文書ファイルに綴られた」文書に限定せず，前

段階文書を含めて特定するものとして理解するなど，開示請求

者の利益になるよう解釈すべきである。 

 
6-23 答申６（行情）２８３ 

「情報公開・個人情報保護

審査会第３部会が作成し

た・取得した文書の不開示

決定に関する件」 

 

・ 開示請求の対象行政文

書の特定のために諮問番

号等の回答を求めた求補

正に対する回答がなく、

形式上の不備が補正され

なかったことを理由に不

開示とした原処分につい

て、審査請求人が開示を

求める文書が特定された

とは認められないから、

妥当であるとした例。 

 ２ 原処分の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定等を巡る経緯 

諮問書添付の本件の行政文書開示請求書（以下「本件開示請求

書」という。）等によれば、次のとおり認められる。 

ア 本件開示請求書には、本件開示請求について、「請求する行政

文書の名称等」として、「総務省情報公開・個人情報保護審査会

第３部会が作成した・取得した行政文書 詳しくは別紙」とあ

るのみであって、「別紙」には、東京高等裁判所において千葉労

働局の保有個人情報開示決定の処分について国と争っていると

の記載やその事件の裁判所の事件番号の記載、さらには同処分

について審査会第３部会が審査請求人の主張は認めないとの答

申をした旨の記載はあるものの、審査会における答申事件とし

ての諮問番号や答申番号の記載はなかった。 

イ 審査会は、個別の審査請求事件ごとに１件の行政文書ファイ

ルを調製し、事件の諮問番号及び答申番号を付していたことか

ら、審査請求人に対し、令和５年１２月７日付け求補正書１及

び同月２２日付け求補正書２により、上記管理方法を記載した

上で、本件開示請求書に記載の答申事件の諮問番号又は答申番

号を回答するよう求めた。これに対し、審査請求人からは、い

ずれについても回答はなかった。 

なお、求補正書２には、回答期限（令和６年１月１２日）ま

でに回答がない場合には、形式上の不備を理由として不開示決

定をする見込みである旨が記載されていた。 

ウ 審査請求人は、求補正書２に対する上記回答期限が経過して

も、上記の諮問番号及び答申番号について何らの回答もしなか

った。 

エ 処分庁は、令和６年２月１日付け行政文書不開示決定通知書

により、求補正書２に記載のとおりの原処分をした。 

（２）原処分の妥当性について 

ア 上記（１）アのとおりの本件開示請求書の記載によれば、本

件開示請求は、審査請求人が受けた千葉労働局の保有個人情報

の開示決定等の処分に対して審査請求人がした審査請求の事件

について、審査会第３部会が審査請求人の主張は認めないとの



 

答申をするまでの調査審議の手続において作成・取得した行政

文書（本件対象文書）の開示を求めるものであると解される。 

イ これに対し、審査会は、上記（１）イのとおり、個別の審査

請求事件ごとに１件の行政文書ファイルを調製し、事件の諮問

番号及び答申番号を付していることから、諮問番号又は答申番

号を明らかにさせることによって、行政事件ファイルを特定し、

当該行政事件ファイル中の文書を特定して開示しようとしたも

のである。 

ウ そこで検討するに、審査会では多くの行政文書の開示請求に

ついての諮問案件を取り扱っていること、審査会は上記（１）

アにいう訴えの直接の当事者ではないこと等に照らせば、上記

（１）アのような記載では、必ずしも開示を求める文書が特定

されているとはいえない。そこで、審査会は、諮問番号又は答

申番号によることが審査請求事件を特定するのに最も正確な方

法である一方、審査請求人は、当該審査請求事件に係る諮問番

号も答申番号も当然に了知していたものであること、さらには

上記（１）アのような本件開示請求書の記載を基にして特定す

ることにより本件対象文書の存否を明らかにすることの相当性

を踏まえて、上記（１）イのとおり、諮問番号又は答申番号を

回答するよう求めたのであって、これは、正確に審査請求事件

を特定し、審査請求人が開示を求める文書を特定するためには

何ら不適切とはいえない措置であったというべきである。とこ

ろが、上記（１）ウのとおり、審査請求人は、了知しているは

ずの審査請求事件の諮問番号も答申番号も回答せず、そのため

に審査請求事件は特定がされず、その結果、審査請求人が開示

を求める文書も特定されないままとなったものである。 

エ 以上によれば、本件開示請求書の提出から何ら不適切とはい

えない求補正の手続を経ても、審査請求人が開示を求める文書

が特定されたとは認められないから、原処分は妥当である。 

6-24 答申６（行情）３５１ 

「生活保護制度の改正等に

当たって特定法人へ提供し

ている文書等の不開示決定

（不存在）に関する件」 

 

・ 生活保護制度の改正に

当たり、処分庁が特定出

版社に情報提供した文書

に係る開示請求につい

て、既存の通知等を行政

サービスとして提供した

場合であっても、これら

の提供された通知等は本

件開示請求の対象となり

得るとして、審査請求人

に対して必要な補正を行

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（略） 

 （２）本件開示請求については、処分庁としては、請求された文書に

つき、開示請求者の求めるところを正確に把握した上で本件対象

文書の特定に当たるべきであり、開示請求者にその意図を確認す

る必要があったということができる。  

そして、開示請求の趣旨及び補正手続の状況によって、本件対

象文書に該当する文書の判断や本件開示請求の内容自体が左右さ

れる余地が生じることとなるところ、上記（１）のとおり、本件

対象文書の特定のための求補正手続は十分であるとはいえず、処

分庁が開示請求者に適切に確認することなく、本件対象文書に該

当する文書を保有していないとして不開示とする原処分を行った

ことは、妥当でないといわざるを得ない。 

 （３）なお、当審査会事務局職員をして補足説明を求めさせたところ

によると、諮問庁は、出版社からの求めに応じて行政サービスと

して、公になっている通知等の行政文書を提供することはあり得

るとし、また、それは出版社に限らず、国民から公になっている



 

った上で、改めて文書の

特定及び開示決定等を行

うべきとした例 

特定の行政文書の求めがあった際には、業務に支障を生じない範

囲で行政サービスとして提供している旨を説明する。 

法の規定に基づく開示請求の対象となる文書について、本件開

示請求文言に照らせば、特定の出版社へ提供するために新たに作

成・取得したものに限られるものではなく、既存の通知等を行政

サービスとして提供した場合であっても、これら提供された通知

等は、本件開示請求の対象となり得るものである。 

（４）以上を勘案すると、処分庁においては、審査請求人に対して、

補正の参考となる情報を提供するなどして、本件開示請求の趣旨

に沿う文書を特定するに足りるよう開示を請求する文書について

必要な補正を求めた上で、改めて文書の特定を行い、開示決定等

をすべきであると認められる。 

 


